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1 議事日程(第 3号)

平成 9年 3月 12日午前 10時間議

9号 館山市畑地区に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについ

て
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議案第 10号 館山市行政手続条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について

議案第 11号 館山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 12号 館山市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 14号 館山市公民館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 15号 館山市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

議案第 16号 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

議案第 17号 館山市児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第 18号 館山市身体障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

議案第 19号 館山市老人ホームヘルプサービス事業に関する条例の一部を改正す

日程第 1i る条例の制定について

議案第 20号 館山市民センタ一条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 21号 館山市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第 22号 館山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第 23号 館山市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 24号 館山市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 25号 館山市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 26号 館山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 27号 館山市下水道条例の制定について

議案第 28号 館山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定について

議案第 29号 館山市国民宿舎利用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第 30号 市道路線の認定及び廃止について

日程第 2 議案第 13号 財産の取得について

(議案第 31号 平成 8年度館山市一般会計補正予算(第 7号)
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議案第 32号 平成 8年度館山市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)

日程第 3i議案第 33号 平成 8年度館山市老人保健特別会計補正予算(第 2号)

議案第 34号 平成 8年度館山市下水道事業特別会計補正予算(第 4号)

議案第 35号 平成 8年度館山市水道事業特別会計補正予算(第 3号)

開

。議長(山中金治郎君〉

を聞きます。

議午前 10時o1分

本日の出席議員数25名、これより第 1回市議会定例会第 3日目の会議

本日の議事は、お手元に配付の日程表により行います占

議案の上程

。議長(山中金治郎君) 日程第 1、議案第 9号乃至議案第12号並びに議案第14号乃至議案第30

号の各議案を一括して議題といたします。

質疑応答

。議長(山中金治郎君) これより質疑を行います。

通告がありますので、発言を許します。

1番議員辻田 実さん。御登壇願います。

(1番議員辻田 実君登壇)

。 1番(辻田 実君〉 通告いたしました議案2件について質問をさせていただきたいと思いま

す。

最初は、議案第20号、市民センタ一条例の改正について御質問をさせていただきます。この議

案中、別表 2の項の削除、すなわち 2階中和室、小和室の削除について、 3項目にわたり御質問

を申し上げたいと思います。

まず第 1点は、説明によりますと、和室を配食サービス事業の事務所として、またボランティ

ア活動に利用するために今回の措置をとられたとされております。そこで、その配食の数量はど

のぐらいになるのか。また、回数と、これらに加わるところのスタッフの人たちの構成、規模に

ついて教えていただきたいと思います。また、あの 2階の場所でございますから、調理等につい

てはどういうふうになされるのか、この点についてもあわせてお伺いする次第でございます。

2点目は、昨年作成された館山市基本計画の 8ページに書いてございますところの高齢化対策

につきまして、 「市民センターは、地域福祉センターとして市民センターを整備し」と書いてあ

ります。議会の通告質問でも再三この点が質問されました。さきの議会におきましては、小幡議

- 99 -



員の方から質問がなされまして、市長は、福祉センターについては、市民センターをもってこれ

を強化していくという答弁がなされたわけでございますけれども、その市民センターにおきます

ところの福祉センターとしての整備はどの程度進んでおるのか、お伺いしたいわけでございます。

そして、今回の配食サービス並びに事務所の設置は、その福祉センターとしての一環の事業とし

て取り組まれておるのか、この点についてお伺いする次第でございます。

3点目は、福祉センターの建設は国の福祉ゴールドプランの施策でもあるわけでございまして、

全国の多くの市町村でもって福祉センターが建設されておるわけでございます。館山市は、全国

的に見ましでも高齢化が進んでおります。それだけに、市民の願いも大きなものがあると思われ

ます。また、庄司市長の選挙公約でもあったと思います。 2月13日の房日新聞の投稿欄にこの記

事が掲載されておりました。福祉団体 6団体の陳情内容等が紹介され、公開質問状の形がとられ

ておりました。そして、その末尾に「福祉センターの建設に対するところの市長さんの明確なお

考えをお聞かせくださるようお願い申し上げます」という記事が載っているわけでございますの

で、この公開質問状的な投稿に対しましてどのように回答されたのか。私は市長の回答というも

のが新聞に載るかと思っておりましたけれども、載っておりませんので、非常に関心も多いよう

でございますので、ここでもってその点を明らかにしていただきたいと思います。

第2項目めの議案でございますけれども、議案第23号館山市土砂等による土地の埋立て、盛土

及びたい積行為の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質問申し上げます。

非常に長い文面でございますので、今後は残土条例ということに省略させてもらいましてこの項

目を質問したいと思いますので、よろしくお願いします。

君津市が12月議会で改正条例を制定いたしまして、非常に県民からも注目を集めまして、新聞

に非常に大々的に報道されておったわけでございます。そして、この 3月議会には、報道により

ますと、館山市と市原市と佐倉市の 3市が条例改正を審議しておると言われております。館山市

は特に港を持っているために、県外からの残土の持ち込みが非常に多くあることは御存じのとお

りでございます。その上、リゾート地として美しい自然があり、これを守っていかなくてはなら

ない観点から、慎重にこの問題については対処しなければならないと思うのでございます。

そこで、 5点について質問を申し上げます。まず、第 7条でございます。事業許可の改正につ

いてでございます。現行の条例では、道路、河川、水路、その他公共施設に被害を生じさせない

措置が講じられていると認めた場合に許可になるという条文でございます。それが今回の改正に

よりまして、土砂等の性状が周辺環境の汚染を引き起こすおそれがないと認めたときと改められ

たわけでございます。これは、私は大きな前進だと思うわけでございますけれども、その中身に

ついてお伺いしたいわけでございます。すなわち、周辺環境とはどの範囲を指すものなのか、そ

してどのようなものが対象になるのか、これらについて具体的に教えていただきたいと思うので
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ございます。また、汚染を引き起こすおそれとは、どのような状況のものであるのか、どのよう

なことであるのか、この点についてもわかりやすく御説明をいただきたいと思うのでございます。

2点目は、第11条の事業の廃止等についての項について御質問を申し上げます。現行は届け出

だけであるものを、市長の確認と、環境の保全及び災害の防止を図るための必要な措置を命ずる

ことができるというふうになったわけでございますので、これはすばらしい前進だというふうに

私は解釈をしているわけでございます。そこで、環境の保全と災害の防止が十分であるかどうか

をどのようにして認定するのか、また調査し、確認しようとされておるのか、この点についてお

伺いをする次第でございます。明快な御答弁をお願い申し上げます。

第3点目は、 15条の改善命令についてお伺いする次第でございます。この条文は、許可基準に

違反した事業をした場合に改善勧告をし、なお従わないときは、期限を定めて必要な措置を命ず

ることができるというふうになっているわけでございます。大変すばらしい条例であるわけでご

ざいますけれども、必要な措置の内容はどのような内容が想定されるのか、そして、改善を命ず

ることができるということでございますけれども、その権限と効力はどのようにして発揮される

のか、一例を挙げて御説明をいただきたいと思うのでございます。

第4点目は、 16条の許可の取り消しについて御質問を申し上げます。偽りその他不正な手段に

よる許可が新しく改正条例に組み込まれたわけでございます。どのようなことが想定されるのか、

教えていただきたいと思うのでございます。また、許可の取り消しになったときは、直ちに原状

回復その他の必要な措置を命ずるものと改正されているわけでございますけれども、現行の条例

の原状に復するという条例と、改正によって原状に回復させるという言葉の違いが出てきたわけ

でございますけれども、この内容はどのように変わってくるのか、ひとつ御説明をいただきたい

と思うのでございます。

5点目は、附則 2の経過措置でございます。既に申請のあった事業については、なお従前の例

によると記されておるわけでございます。そこでお伺いいたしたいと思うのでございます。現在、

この条例の許可を受けておるもの、または申請を受理されておるものは何件ぐらいあるのか、こ

の点についてお伺いをいたします。また、改正条例によりますと、この改正条例は 6月1日の施

行になっているわけでございます。この間にあった申請が一一 6月1日までに新しく出されたも

のについてはどのように措置されるのか、この点についてお伺いをしたいわけでございます。

以上、 2議案について御答弁をお願いを申し上げます。

。議長(山中金治郎君) 庄司市長。

(市長圧司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの辻田議員の御質問にお答えいたします。

議案第20号に関します配食サービスについての御質問でございますが、調理の困難な高齢者等
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を対象にいたしまして、昼食を月曜日から金曜日までの週5回、 2月末現在で 1日当たり 93名の

方々にお届けしております。従事者につきましては、社会福祉協議会の臨時職員10名の交代勤務

によりまして対応いたしております。調理は民間委託でございます。

次に、地域福祉センターとして市民センターをどのように整備していくかとの御質問でござい

ますが、基本計画に基づく市民センターの有効活用の一環として、本年度、 2階中小和室を改修

し、生活援助型配食サービス事業の事務所及びボランティアの活動拠点として整備したところで

ございます。今後とも、社会福祉協議会と協議し、有効活用について検討してまいります。

次に、議案第23号に関します御質問でございますが、主な改正内容といたしましては、他の法

令の許認可事業にも市条例を適用し、これらの上位法に抵触しない範囲で、特に土砂等の性状の

規制を中心に改正しようとするものでございます。

なお、詳細につきましては、経済環境部長より御答弁申し上げます。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) それでは、細部についてお答えさせていただきます。

まず、第 1点目の第 7条、許可基準についての御質問でございますが、本条につきましては、

重複している規定を整理いたしまして、新たに土質についての基準を設けまして、安全な土砂に

よる埋め立て等を確保しようとするものでございます。

それから、第 2点目の11条の必要な措置は何かとのことでございますが、廃止された事業所か

らの土砂等の流出防止対策などでございます。

第3点目の第15条、改善命令の必要な措置とは何かとの御質問でございますが、必要な措置と

は、第14条の改善勧告で指示いたしました土砂等の流出防止対策や汚染土壌の撤去などの改善措

置を言うものでございます。

なお、この改善命令によりましでも実行されなかった場合には、次の手だてといたしましては

停止命令、こういうことになるわけでございます。

次に、第4点目の16条、許可の取り消しの不正な手段とはということでございますが、故意に

事実と異なる内容で許可を受けた場合、こういうことでございます。一例を挙げてということで

ございましたんですが、借地で地主との契約書を偽造または改ざんした、隣地の同意書を偽造し

た、安全な土砂と偽って有害な産業鹿棄物を搬入した、こういうふうなことが考えられると思い

ます。

次に、第 5点目の附則第 2項についての御質問でございますが、現在申請中の件数はございま

せん。許可をし、継続中の件数は 1件でございます。

それから、施行日に関しましての御質問でございますが、施行日を 6月1日にしたことは、こ
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れはやはり周知をする、条例改正の趣旨を周知するというようなことで期間を設けてあるわけで

ございます。この間までの申請についてはどう対応するのかという御質問でございますが、これ

は従前の条例によりまして適正に対応してまいりたい。またさらに、改正条例の趣旨を踏まえま

しての対応、このように考えております。

それから、ちょっと漏れましたが、第16条のいわゆる原状回復または原状に復するということ

について、この意味の違いはどうかということでございますが、これは意味の違いはございませ

ん。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 辻田さん。

。1番(辻田 実君) 私は、ヒアリングの中でも今質問した事項については十分伝えておった

わけでございますけれども、答弁は、質問した事項についてはほとんど‘肝心なところでもって触

れられておりませんで、この点についてはもうちょっと一一ヒアリングの段階でもって項目を挙

げてやった点について、きちんと答弁をしていただきたいと思います。これでは、せっかく質問

しておっても、全くその答弁が答弁になっておらないと言わざるを得ないと思います。こういう

ことでもって慎重な審議というのはなかなか難しいと思うわけでございますけれども、私はその

点についてきちんと一一 20号については 3点、 23号については 5点について、ちゃんと項目を示

して質問しているわけでございますから、これらについて逐ーやっぱりきちんと答弁をしてもら

いたいというふうに思うわけでございます。その点をまず私は再質問に当たって要望をいたして

おく次第でございます。

そこでもって、その点、抜けた点については、ひとつ市長並びに部長の方からきちんとした答

弁をお願いいたします。ヒアリングの中でやってあるはずなんですから、それを省略されたんで

は意味がありません。

まず最初に、 20号についてでございますけれども、第 1点目の内容についてはわかりました。

2項、 3項についてはほとんど触れられてなかったわけでございますけれども、この点につい

ては、福祉センターの建設として市民センターを整備するということでございますけれども、こ

の整備はどの程度進んでおるかということでもって聞いたわけでございますので。そしてまた、

これが今回の配食サービスの改築とどう関連するのか、この 2点について再度御答弁を願います。

3点目の・ー福祉団体 5団体ということが言われているわけでございます。市の福祉協議会、

町内会連合会、民生委員協議会、母子福祉推進協議会、老人クラブ連合会、ボランティア連合会

等からいろいろな陳情なりその他が出ておるということで、早急に福祉センターを建設してもら

いたいということで、市長もこれについて、市民センターを整備することによって十分対応した

いということを言っているわけでございますけれども、これらの団体について、こうした状況に
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ついて理解が得られていないんじゃないかというふうに思うわけでございます。多くの人たちか

ら福祉センターの問題について一市長の公約であり、また陳情等も出ているような中において、

どうなっているのかということが非常に多いわけでございますけれども、この点についてはどう

なのか、ひとつ率直な御答弁をいただきまして、多くの市民から注目を集めているわけでござい

ますから、現況について、福祉センターの対応についての市の見解を明らかにしていただきたい

というふうに思います。

それから、 23号でございますけれども、この点については余り現状と変わらないということで

ございますけれども、これは市の姿勢なのかどうなのか、その点について私は改めてお伺いした

いわけでございますけれども。

一昨日、三上さんの方から、この 2条の 2号の残土として、しゅんせつ土砂並びに建設工事に

伴って排出される土砂につきまして、これは改悪じゃないかという非常に厳しい質問があったわ

けでございますけれども、この点についてはどのように解釈したらいいのか教えていただきたい。

ということは、現条例の中においては、しゅんせつ土砂と建設工事の土砂については明記されて

おりません。新しく改正された条例の中においてこれが入ったということは、この条例によって、

どういう効力をというんですか、どういう影響が出てくるのか。特に、この 7条1項の項目、土

砂等の性状が周辺環境の汚染を引き起こすおそれがあるというものの対象として、一般土砂と区

分して扱われるものかどうか、この点について御質問をいたすところでございます。

それからもう一点は、 16条の 1の一今、誤り、不正等のあった事項については説明がござい

ましたけれども、しかしながら、さきの議会等で問題になりましたように、許可の期日または許

可の数量をオーバーして、かなり投棄されておるというような事実が指摘されておりました。こ

れらについては、今後調査をして、そういう面について誤りがあった場合、またその許可基準を

超えておるような場合、生じた場合にはどのように措置されるのか、この点についてお伺いをい

たしたいわけでございます。

以上について、ひとつ再答弁をお願いいたします。

。議長(山中金治郎君) 市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 質問が 2点ございました。

地域福祉センターの建設、いわゆる市民センターの整備はどの程度進んでいるのか、また今後

の整備はどうなのかという点でございますけれども、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、今

年度2階の部分を一部改修をして、機能を持たせたわけでございます。今後は、どんな機能を整

備をしていったらいいか、社会福祉協議会と協議してまいりたいというふうに考えているわけで

ございます。

2点目の福祉関係団体 5団体の理解ということでございますけれども、この地域福祉センター
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の新設、市としては今のところ考えておりません。したがいまして、今の市民センターをいかに

有効活用を図っていくかということで今まで検討してまいりました。その結果を社会福祉関係団

体等に市長から説明をしてございます。平成 7年度当初に社会福祉協議会、そしてその年度の福

祉大会一この福祉大会は、福祉関係団体が一堂に会した年 1回の大会でございますけれども、

その中でも市の方針を市長から説明をしてございます。さらには、その後の社会福祉協議会の理

事会ーこの理事会といいますのは、福祉関係団体の代表者等で構成をしております理事会です

けれども、その席でも市の方針を説明してございます。そういったことで、今後地域福祉センタ

ーにかわるべく、市民センターの整備を図ってまいりたいという考えでございます。

以上です。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) まず、第 1点目でございますけれども、いわゆるしゅんせつ土

砂、それから建設現場から派生いたします残土を区分した理由でございますけれども、特にしゅ

んせつ土砂につきましては、従前の土砂等という範暗に含まれておったわけでございます。特に、

このしゅんせつ土砂並びに建設現場から派生いたします土壌については、汚染されている可能性

があるという、そういう考え方があるわけでございます。したがいまして、今回は特にそういう

土壌につきましては、土質基準等の適用を一検査等を厳しく進めていくというようなこと。そ

れからいま一つ、厳しくした場合に、通常のいわゆる安全な土砂等の埋め立てにも網をかけると

いうことはなじまないのではないかというようなことからこういうふうに土砂等を区分した、こ

ういうことでございまして、しゅんせつ土砂は新たに加えたものではございませんで、従前の土

砂等の中に含まれておった。こういうふうに土砂等に規制をかけていく段階で区分した、そのた

めにしゅんせつ土砂という言葉がここに出てきた、こういうことで御理解をいただきたいと思い

ます。

それから、第 2点目の第16条に関しましての御質問でございますが、期間、期日が守られない

といいますか、期日が延長されるとか、それから計画土量よりも多く土砂が搬入されているんで

はないか、これについてのこの16条との兼ね合いでございますが、期日につきましては、正当な

理由によりまして延長したいということであれば、これは期間延長の手続をとっていただく、こ

ういうふうに考えております。それから、計画よりも土量が多いというようなことにつきまして

は、一応改善勧告といいますか、まずそういう手続をとりまして、これは危険だ、周囲に危険を

及ぼすというような判断の場合でございますけれども、まず改善勧告をいたしまして、それでな

おかっ是正されない場合には改善命令、改善命令でもなおかっ実施されなかった場合にはこの第

16条の許可の取り消し、こういう処分に至る、こういうふうに私どもは考えております。

以上でございます。
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。議長(山中金治郎君) 辻田さん。

。 1番(辻田 実君) 回数制限でございますから、最後になるわけでございまして、何か要領

を得ないまま質疑を終わるのはちょっと残念でございますけれども。

20号の市民センターの件でございますけれども、今の答弁でまいりますと、市民センターを福

祉センターとして整備していくということについては今考えていません、こういうことの答弁が

あったわけでございますけれども、現状から見てまいりますと、そうじゃないかというふうな推

測と客観的な判断が出されているわけでございまして、明確にそのように答弁があったというこ

とでございますから、これは仕方ないというふうに思います。

しかしながら、私がそこでもって質問をしておきたいのは、昨年の 3月に最後の後期基本計画

が出まして、立派な本ができまして、全世帯に配られたわけでございますけれども、その中には

きちんと福祉センターとして市民センターを整備していくというふうに書かれておるんです。見

てもらいたいんです。さっきも言ったように、小幡議員の質問については、福祉センターについ

ては、市民センターの整備をもってこれに充てるという市長の答弁もあるわけです。その前にお

きましても、何人かの議員にも同じような答弁がもう二、三年前から繰り返されているわけです。

私も 2度質問しております。いまだにそういう状況であることが非常に高齢化を迎えた市民に対

して不安を与えておるし一私は、市長の非常にすばらしい政策なので、反対するわけじゃあり

ません。早くこの問題について対応し、措置していかないと、市長自身の信用の問題に私はかか

ってくると思うわけでございます。したがいまして、この点については市の最重要政策であるわ

けでございますから、まだその点については考えていませんというような状況では一一こういう

状況は一日も早く脱却しなきゃならないと思うわけでございますから、その点についてはどのよ

うに考えておるのかお伺いをいたしたい。再度これはお伺いします。

それから、 23号の件についてでございますけれども、今の答弁でまいりますと、私は答弁のた

めの答弁というような気がいたしまして一一このしゅんせつ等については、今までの土砂等の中

に含まれておって、何ら変わりがなければ、一項を改めて設ける必要はないんじゃないですか。

これは非常に大きな問題です。三上議員もそういう意味でもって徹底的に質問をしていたわけで

ございますけれども、私はこの項目を持ったということは非常に大きな意義があると思うわけで

ございます。これは許可基準に照らし合わせて対象にするんだということでもって、一般の土砂

と分けてやるということでもって、前向きに前進したものというふうに判断していたわけでござ

いますけれども、今部長の答弁では、全く変わりがない、ただ項目を離しただけだ、便宜的に。

便宜的な条例なんていうものはつくらなくてもいいんです。市民のためになるような条例でなく

てはならない。便宜的な条例じゃ困るんです。まして、改正案として出てきているわけですから。

この点について繰り返しますけれども、土砂等の性状が周辺環境の汚染を引き起こすおそれが
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あるかどうかという点について、特にこの面は、一般土砂と分けて、許可の段階においてこれを

調査する、確認するというために私はできたと思うわけでございますけれども、そうでないのか

どうか、この点について。これがそうでないということになるとすれば、どういう意味でもって

この残土条例の改正案を出したのか、全く真意がわからなくなってしまう。便宜的に出されたよ

うな改正条例では、市民の期待に背くような結果になるわけでございますので、この点について

はきちんとやっぱり市民の立場に立って一今まで多くの議員から残土条例についての質問が出

されているわけでございますから、それに応えられるような改正案だというふうに私は評価して

おったわけでございますけれども、今の答弁を聞きますと、何か非常に後退したような感じを受

けて、残念なわけでございますけれども、再度そうした観点から、この土砂等の問題についての

適用をひとつ御答弁願いたい。

それからもう一つは、今回の改正の中でもって、違反した場合等については、勧告に従わない

場合については原状回復と。今までは原状に復するということであったわけでございますけれど

も、今度は原状に回復するということは、非常に強い姿勢を持って原状に回復させると。この条

例の改正の中でもっての問題は、違反したり、周辺に公害を及ぼすおそれが生じた場合には、こ

こに書いてありますように、直ちに原状回復をさせることを命ずることができるというふうにな

っているわけですから、ただ命じただけでもって、あとはそのままと、やりほうだいということ

が問題であって、この条例によっていかに原状に回復させるような一一ペナルティーというんで

すか、させるという方法をとらなければ、私は絵にかいたもちで何もならないと思うわけでござ

いますけれども、この点については依然として同じような答弁であるわけでございますので、こ

の原状回復、それから改善命令、これはどの程度の効力を持つのか、現在の条例と改正条例とは

どのように違ってくるのか、この点についてわかりやすく御答弁をいただきますことをお願いし

て、質問を終わりたいと思います。

。議長(山中金治郎君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君〉 第20号に対します答えと議員の把握の仕方が大分食い違っているようで

ございますので、私の方で一回整理します。

高齢者あるいは独居の方に対します配食サービス、これを始めまして非常に好評でございまし

て、温かい食事が楽しみであるし、次に何を食べられるか期待していますという、非常にうれし

い声が届いています。その前に行いましたデイサービスで、生きていてよかった、こういう待遇

をしてもらってありがとうございます、これがこれからの福祉の仕事ですねという一一この 2つ

は非常に感謝されております。それとともに、こっちからお答えしましたのは、こういう拠点と

して、福祉の拠点として市民センターを活用するということは明言してございます。そのとおり、

その活用の方法として、今配食サービスの拠点としているわけでございます。一部、新しい立派
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な福祉会館をという声も聞いております。確かにございます。しかし、住民の多くは、今こうい

う時代に、そのような箱物よりも、今やっているこういう仕事をやってくださるのが政治じゃな

いですか、私たちに愛情を込めてくださつでありがとう、こういういき方をとっておりますんで、

そちらの方を優先しているわけでございまして、はっきりさせておきたいのは、市民センターを

社会福祉事業の拠点としてしばらく機能させていくということでございますので、これをはっき

りさせておきます。そういうことでございまして、御了解賜りたいと思います。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) まず最初の御質問でございましたしゅんせつ土砂の件でござい

ますけれども、これは従前の条例においても、そういう処分のために館山に持ち込まれるという

可能性は十分あったわけでございます。これを、先ほどもお答えいたしましたように、特に汚染

されている可能性の高い土壌ということで今回は区分をした、こういうことでございます。仮に

そういうしゅんせつ土砂等の搬入計画等がありました場合には、これは前からもお答えしており

ますように、現地の確認をいたします。発生場所の確認をいたします。それと、当然その土質の

分析等も出していただくというようなことで、そういう汚染された土壌が持ち込まれることは厳

しく抑制していく、こういうことでございます。

それから、 2点目の御質問の原状に復する、回復するということでございますが、これは語意

からくる意味は全く同じでございます。それと、いわゆる対応、対処の仕方でございますけれど

も、従前においても条例に即しまして対処したわけでございますが、新しい条例になりまして、

より一層厳正に条例にのっとっての執行を心がけてまいりたい、このように考えております。

以上でございます。

O議長(山中金治郎君) 以上で 1番議員辻田 実さんの質疑を終わります。

次に、 6番議員鈴木順子さん。御登壇願います。

( 6番議員鈴木順子君登壇)

。6番(鈴木順子君) 通告をいたしました議案第12号から29号までの間の11件につきまして質

問をいたします。

私が通告いたしました議案につきまして、議案第12号館山市行政財産使用料条例の一部を改正

する条例の制定についてから、議案第14号、 15号、 16号、 20号、 21号、 22号、 25号、 26号、 29号、

以上の10議案につきましては消費税関連議案ですので、一括しての質問といたします。

消費税 5%実施につきましては、私は社会民主党の一員といたしまして、私たちの声が届かな

かったことは非常に残念であり、力が及ばなかったことを率直に申しわけなく思っております。

しかし、一人の生活を営む人間といたしまして、あるいは家庭生活の中でやりくりをする身とい

たしまして、また市民に最も近い場にいる議員としまして、消費税増税問題をすんなりと受け入
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れるわけにはいかないのであります。今回の消費税上乗せ分の見込額、総額で 140万円というこ

とをお聞きをいたしておりますが、義務化もされていないことをなぜ率先してやろうとするのか、

市の姿勢には非常に不満を持っております。

そこで、まずお伺いをいたしますが、見込額 140万と言われますが、その内訳一各項目別で

も結構でございますから、どういう見積もりをされたのかを具体的に伺いたいと思います。

次に、議案第23号、いわゆる残土条例の件について伺ってまいります。御承知のとおり、県で

も現在条例化に向けて作業中と伺っております。改正に向けては、当然県と協議を行いながらの

作業となるかと思います。

そこで、従来より気にかかっている問題といたしまして、県と市の責任分担があります。従来

ですと、県と市の権限がはっきりとしているはずなのに、実際は責任の転嫁がされてきていたわ

けです。確かに市には市民を守る責任があるわけですから、何も責任を持たなくてよいというこ

とにはなりません。また、県と市の条例づくりの段階で競合をする場合の調整がされるのかどう

か、伺いたいと思います。

また、一定の埋め立てに対しまして、業者自らに水質検査の義務づけがされますが、この際、

行政側が立ち会う必要があると思いますが、いかがでしょうか。

また同じく、土質検査に対しましでも、発生場所の確認に関して、書類上の確認だけではなく、

実際に行政サイドで出向いての検査はするのかどうなのか。私は、通告なしで、いわゆる抜き打

ち的な検査の権限が行われるかどうかを伺いたいと思います。

質問は以上でございますが、御答弁によりまして再質問をいたします。

。議長(山中金治郎君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの鈴木順子議員の御質問にお答えいたします。

議案第12号から議案第29号までのうち、消費税にかかわる 10議案につきましての御質問でござ

いますが、消費税は、地方公共団体の行う事業につきましでもその経費に課税されます。もし転

嫁を行わないとすれば、本来サービスの受益者が負担すべき消費税を受益者以外の人が負担する

ことになりますので、公平な負担という見地から、適正に転嫁することが必要であると考えてお

ります。

また、公営企業料金につきましでも、各経費に消費税が課税されることに加えまして、現実に

納税義務が生じていることなどから、適正に転嫁することが必要であると考えております。

なお、各施設の使用料等にかかわります、転嫁によります増収見込みにつきましては、総務部

長より御答弁申し上げます。

議案第23号に関します第 1点目、館山市条例と県条例との関係についての御質問でございます
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が、県と協議いたしました結果、現在県においては条例制定に向けて検討中であるが、館山市は

独自に進めてくださいとの意向でございますので、先行して条例改正をしようとするものでござ

います。

第2点目、業者が行う水質検査に行政も立ち会うのかとの御質問でございますが、採水に際し

ましては、館山市も立ち会うことが必要であると考えております。

第3点目、残土発生場所へ通告なしで立入調査が可能かとの御質問でございますが、市内の発

生場所であれば可能でございますが、市外の場合につきましては、通告なしでは困難かと考えて

おります。

以上でございます。

O議長(山中金治郎君) 総務部長。

。総務部長(鈴木完二君) 議案第12号から議案第29号までのうち、消費税に係る10議案につい

ての御質問でございますが、各施設の使用料等に係る転嫁による増収見込みにつきましては、行

政財産使用料で 1万 5.000円、公民館等社会教育施設使用料で 9.000円、社会体育施設使用料で

14万 8.000円、市民センター使用料で 7万円、ごみ処理手数料及びし尿処理手数料で 123万 3.0

00円、水道料金で1.592万円、国民宿舎利用料金で 424万 7.000円でございます。

。議長(山中金治郎君) 鈴木さん。

。6番(鈴木順子君) 何点かお伺いをいたしたいと思います。

税に関してなんですが、市には今度国の方から地方消費税交付金が来るわけです。率直に言っ

て、行政サイドで行うことがー交付金をもらいながらまたもらうというのは、言い方によれば

二重取りじゃないかなというような気がするものですから、非常に不満なんです。この間も答弁

されておりましたが、県内では全市が今度これをやるわけじゃないですよね。たしか20市という

ふうに、提案されるというふうに伺っておりますけれども、自治省は指導なのか、義務を求めて

きたのか、その辺をちょっとはっきり知りたいんですけれども、もし指導だとすれば、非常に失

礼だなというふうに正直言って思うんです。みんなからいろんなところで集めた消費税を各自治

体に返しますよと言っておいて、自治体では公共性のあるものについてもまた消費税を上乗せし

て取るというのが一一本当にこんなことがあっていいんだろうかなというふうに正直言って思い

ます。自治省からの通達は義務なのか、それとも指導なのか、その辺のことをはっきりお答えを

願いたいと思います。

それで、この税の関連の議案の中に-26号なんですが、 26号は水道関係です。これは本当に

大幅な値上げが予定をされております。その上にプラス課税ということになると、水の使い控え

があるんではないかというふうな気さえいたしますが、これは前から議論になっているんですが、

県営化に向けて一一私はせんだって県内の水道料金の一覧表をいただきました。これを見まして
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も、すごく一こんなにも差があるという一覧表を見まして、水に対して非常に不公平じゃない

かなという、水道料金に対して非常に不公平じゃないかなというのも一面あるんです。これは考

え方なんでしょうけれども、やはりこういうことは県できちんと行っていくのが一番いいんでは

ないかな、筋ではないかなというふうに思います。

そこで一つお伺いしたいのは、安房、夷間関連、南房総広域水道関係17市町村で運営協議会が

つくられていると思うんですが、県営化に向けての協議がこの運営協議会の中で実際にされてい

るのかどうなのかをちょっとお聞きをしたい。そしてまた、この運営協議会の会長はだれでしょ

うか、それをお聞きをしたいと思います。

それと、 29号の方の国民宿舎の関係なんですが、かねてより言われておりますように一これ

は鳩山荘の問題なんですが、非常に運営がよろしくないというようなことで常々言われていると

いうことなんですが、いいか悪いは別といたしまして、民営化に向けた議論、あるいはどうして

いこうかというような議論がされているかどうか、検討されているかどうか、その辺をーーされ

ているとすれば、どういった人たちでされているのかどうなのかも含めてお伺いをしたいと思い

ます。

それと、議案第23号、残土条例の関係なんですが、ちょっと答弁がいただけませんでしたので

お聞きをいたしますが、私が一番聞きたいのは、県と市の条例との関係の中で、問題が起きたと

きの責任のあり方一ここは県ですよ、ここは市ですよということがきちんと線引きされている

かどうかということを知りたいというふうに思います。もちろん一先行して市がやりなさいよ

という指導だそうですけれども、やはりこれをつくるに当たっては、県との協議をしていかなけ

ればならないと思うんです。そういった場合、県と市は話し合いながら行うものなのか、それと

も市は独自でやっていくのか、その辺のことをちょっとお聞きをしたいというふうに思います。

そして、水質に関しては、立ち会うということですので、ちょっと私も今後一それはそれで

よろしいかと思いますので、またその他については勉強させていただきたいと思います。

土質の検査なんですけれども、市内はできるけれども、市外は無理ということですので、市外

ですと立ち入り権限がないというふうなことになるのかなというふうに思いますが、常日ごろ言

われているのは一市内間でのこういう問題というのは余り起きていないんじゃないでしょうか。

むしろ、一番問題になって一一条例をつくらなきゃいけないという、ここまで至ったもとという

のは、やはり市外あるいは県外というところからのものじゃないかなというふうに思うんです。

そういったときに、事前に通告をいたしまして、あした検査に行きますと一一あしたというとち

ょっと大変でしょうから、 1週間後に検査に行きますというようなことを行った場合、一部言わ

れておりますように、それを隠すとかというようなことが行われるんではないかというようなこ

とが言われているわけです。それは確かに検査の項目とか書類上の問題がありますから、クリア
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はしているというふうなとらえ方もあるでしょうけれども、やはり突然行って見てくる、あるい

はそこから土を持ってくる、これは変だぞと思って土を持ってくるというようなことまでしても

いいんじゃないかなというふうに私は思っておりますが、その辺はいかがお考えでしょうか。

そして、あと一点なんですが、残土条例は館山市が前向きに改正に向けて今動いている。近隣

で言うと、鋸南町が12月議会でちょっととんざしまして、今議会でどうなるかというところなん

ですが、やはり近隣町村あるいは県内一一県でつくるんだったら、県内全市町村でこれができな

いと、何もならないわけです。どこかに穴があっては、そこに行くわけですから、その辺の話し

合いが町村間でされているのかどうなのか、特に近隣の町村間でされているのかどうなのか、そ

の辺をお伺いをいたしたいと思います。

。議長(山中金治郎君〉 総務部長。

。総務部長(鈴木完二君) ただいまの御質問、自治省からの使用料等への消費税の転嫁は指導

か、あるいは義務かとの御質問でございますけれども、公平な負担を求めますために適正な転嫁

をするようにという指導でございます。

それから、鳩山荘の民営化等の検討ということでございますけれども、国民宿舎鳩山荘に関し

ます検討でございますが、平成8年 7月に館山市行政改革推進本部の部会といたしまして国民宿

舎経営合理化検討部会を設置いたしまして、今後の方向について検討を進めているところでござ

います。

なお、その構成といたしましては、庁内の商工観光課長、総務課長、財政課長等、 5人の課長

で構成する検討部会でございます。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 水道課長。

。水道課長(谷貝 実君) 議案第26号についての御質問でございますが、まず消費税につきま

しては、公営企業、水道事業の場合は、実際に納税義務が発生しておりますので、課税されてい

るところでございます。

それから、南房総広域水道企業団運営協議会において県営化が検討されているかとの御質問で

ございますが、運営協議会の場においては、現時点では県営化について協議されてはおりません。

それから、 2点目の運営協議会の会長はだれかという御質問でございますが、会長は、会員の

互選によりまして、館山市長が現在その職に当たっております。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 議案第23号の御質問でございますが、まず第 1点目の県と市の

責任分担というような御質問でございますが、現在県の方が条例制定に向けましてまだ準備中と
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いうことでございますので、その内容もはっきりしないわけでございます。そういう意味で、館

山市といたしましては、市で今回改正をしようとしている条例、これに基づいて市は全面的な責

任を持って対応していくと。ただ、県条例ができました際に、例えば上乗せ条例、上乗せ的な部

分が出てくるとか、また館山市の条例以外のところで何か出てくるというような場合には、県と

十分協議をして対応してまいりたい、このように考えております。

それから、第 2点目の土質の検査といいますか、その立ち入りの関係ございますけれども、昨

年の10月に現地を 2カ所ほど私どもは見に行っているわけでございますが、非常に厳しい一一す

べて周りを囲つであるとか、ガードマンがいるとかというようなことでございますが、現実的に

通告をして現地に参りましでも、相当広い範囲でそういう作業が行われておりますので、特に隠

すというような、そういうケースは昨年の場合にはございませんでした。

それから、土を採取して持ってきて、市の方で検査というようなことでございますが、私ども

の今考えておりますのは、こちらへ持ってきた段階で検査というようなことで想定をしているわ

けでございますが、その辺については今後検討をしてまいりたい、このように思います。

それから、 3点目の近隣町村でそういうような話し合いがされていないかという御質問でござ

いますが、先般も鈴木議員の御質問にお答えいたしましたんですが、安房の11市町村で一これ

は環境衛生担当でございますけれども、さまざまなそういう部門の課題について、お互いに情報

交換とか協議をする場を設けようというようなことで、近々それを設立する予定でございます。

その中でこういう関係のものも恐らく協議の対象になってくるのではないのかなと。今御質問が

ございましたように、規制の弱いところへ入り込んでいくというような、そういうケースについ

ての市町村の話もございましたので、そういう中で協議をしていくことになろうかな、このよう

に思っております。

以上です。

O議長(山中金治郎君) 鈴木さん。

。6番(鈴木順子君) 税は自治省からの指導であったということなんですが、どうも納得でき

ないというふうに思います。この議案を見まして率直に思ったんですが、私たちが本当に願って

要望していることはなかなかやっていただけない。だけれども、こういうことはすぐやるんだな

というふうに思いました。そういうことを一言ぜひこれは言っておきたいというふうに思います。

これは自治省に意見書でも上げたいぐらいです、本当に。

それで、恐らくほかの議会でも同じような議論がされているんじゃないかなというふうに思い

ます。 20市ということですと、 11市が実施しない一一様子を見ているのかどうかは別といたしま

して、されないわけですから、その辺の市に対してはエールを送ってやらなくちゃいけないなと

いうふうに思います。これについては、市の姿勢といたしまして、指導されたからというふうな
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ことではなくて、やはり市民生活を第一に考えていってほしいというふうに、切にお願いをして

おきたいというふうに思います。

それで、次に議案第26号なんですが、南房総広域水道の協議はされていないということですが、

庄司市長が会長だそうですので、会長としまして庄司市長は今後、この県営化に向けた問題、あ

るいは水の非常に格差のある問題につきまして、率直に言ってどのようにお考えになっているの

か、ぜひお伺いをしておきたいというふうに思います。

それと、鳩山荘の関係、 29号についてなんですが、検討しているということなんですが、合理

化という言葉は私も非常に敏感なものですから、どのようになっちゃうんだろうかと思ってすご

い不安なんですが、民営化とかという話もありましたが、この間どのように努力をされてきたの

かなというふうに、率直に言って一つの疑問があるんです。というのは、私は今回初めて知った

んですが、あそこで会議ができるというのを実は知らなかったんです。調べればすぐわかったこ

となんでしょうけれども、そういうことに至る前にほかの施設を会議で使用していたというよう

な、事実としてそういう実態があるわけです。やっぱり啓蒙活動が足りなかったのか、その辺は

ちょっと私もよくわかりませんが、少なくともそういう実態があるということを指摘しながら、

作業をどうするのかをちょっと見ていきたいというふうに思います。

ーっそこでお聞きをしておきたいのは、いつをめどにこの検討を終了するのか。期限を切らな

いでいつまでもということはないと思いますので、それはいつごろまでにというふうに思ってい

らっしゃるのか、お聞きをしたいというふうに思います。

そして、次に残土の関係なんですが、私の言った土質検査に関係してですが、土質検査に行っ

た際に土を持ってきてなんていったら、これは逆に一一通告なしで私の言うとおりにやったら、

法的に触れる部分もあるでしょうから、それはできかねるかなというふうには思いますが、何か

知恵がないかなというふうに正直言って思います。というのは、昨年こちらで行かれたときは、

囲ってあって、そういう感じを得なかったというような御答弁でありますが、実は全然違った声

もあるわけです。というのは、行ってみたら、それこそガードマンがいっぱいいて大変だった

一一これは他市のことですが一ーというような状況もあるわけですから、そういうこともちょっ

と考えますと、そんなにガードマンを連れてきて警備を頑丈にしなくたってよさそうなものなの

に、何かあるのかなと逆に疑ってしまうような状況があったというようなこともちょっと報告を

されておりますので、その辺をあえて指摘をしながら、少しこれは検討していっていただきたい

問題として一つ提案をしておきます。

そして、県との関係なんですが、実際に何か起こった場合、住民が苦情やら不安を訴えてくる

のは市なんです。市役所です。そういった場合に、県とのちゃんと線引きができておらないと、

やっぱり一番困った立場になるのは住民なんです。それは市の中に入った人も大変でしょうけれ
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ども、市民に対しての責任義務ということを考えますと、その辺をやっぱりきちんとしておいて

もらいたいというふうに思います。

近隣との関係なんですが、近々設立をする予定というふうに伺っておりますので、ぜひこれは

私もお願いして、注目をしていきたいというふうに思います。

以上です。

。議長(山中金治郎君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) ただいまの御質問の中にございました水道に関する、水に関する問題で

ございます。

ことしはおかげさまで一雨が非常に少のうございます。 1月の雨量が41ミリ、 2月が59ミリ、

3月のきのう現在まで 6.5ミリ、極端に少のうございます。ここ数年来水が少なくて、もう昨年

の今どきは節水のお願いをしておりましたが、ことしは昨年よりもさらに一昨年は 1、2、3

月で 207ミリ降っておりました。ことしは、 3月のきょうまででございますけれども、 107ミリ

しか降っておりません。節水のお願いをかなり繰り返さなきゃいけないんでございますけれども、

おかげさまで南房総の水が参りましたので、節水のお願いはしなくてもいいというところでござ

います。

この話を地域に参りまして女性の方に説明しますと拍手がわきますけれども、そのかわり、お

金だけは払ってもらわなきゃいけません。このお金は、九十九里水道並みのお金を払ってもらっ

ているわけでございます。また御質問が出るんじゃないかと思いますけれども、そういうことで

ございます。まだ17市町村の中にはこの南房総の広域水道が入らないところもございます。一部

通水という言葉を使わせています。しかし、残った方が少のうございますけれども、この早期完

全給水ということをまず第一段階に置いております。その次の段階におきましてーその中に含

めまして、九十九里並みの水道料金をお願いしています。その次はまたいろいろ考えている。御

意見のようなことを含んでいろいろ検討中でございますが、私の立場では現在、そういう大きな

含みの中にあるということだけお話しさせていただきたいと思います。御了解賜りたいと思いま

す。

。議長(山中金治郎君) 水道課長。

。水道課長(谷貝 実君) 26号に関連しまして、水道料金の格差が相当あるという質問でござ

いますが、確かに水道料金はその水道事業体によって相当の格差がございます。それらを救うた

め、千葉県では市町村水道総合対策事業助成要綱というものがございまして、水道料金の格差是

正、住民負担の軽減、経営の健全化ということで補助制度がございますので、これらを今後活用

して、住民の負担を少しでも軽くしたいというふうに考えております。

以上です。
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。議長(山中金治郎君) 総務部長。

。総務部長(鈴木完二君) 鳩山荘についてはいつをめどに検討を進めているかとの御質問でご

ざいますが、平成9年度中を目標に検討を進めているところでございます。

。議長(山中金治郎君) 以上で 6番議員鈴木順子さんの質疑を終わります。

次に、 10番議員宮沢治海さん。御登壇願います。

(10番議員宮沢治海君登壇)

@1 0番(宮沢治海君) 議案第27号館山市下水道条例の制定について、議案第28号館山市都市

計画下水道事業受益者負担に関する条例の制定についてに関して質疑をいたします。

ごく最近ですけれども、ある会合で庄司市長のごあいさつを拝聴する機会がありました。内容

といたしましては、先ほど市長の御答弁にありましたように、この冬は大変渇水であった。しか

しながら、南房総広域水道企業団一いろいろ問題はあるでしょうけれども、利根川からの通水

により、安心して水を使って生活することができた。しかもさらに、今まで未給水地域であった

館野、九重でも給水が可能になったというようなこと。また、館山駅橋上駅舎も、難産であるが、

10、11年度で何とか完成のめども立ってきた。今まで、いすを並べたり、音響がいま一歩の状況

であり、ある面で使い勝手の悪かった市民センタ一、それにかわるところの県立文化ホールが 6

月より使用可能になる。西口の区画整理も進んでいる。それぞれの場面において館山市の新しい

顔が出現してきていると、大変自信に満ちたお話でした。いろいろ問題はあるでしょうが、変わ

ってきているなというふうに考えます。さらに、公共下水道事業も進んでいると、お話があった

と記憶しております。いわゆるインフラ整備と申しましょうか、我々の市民生活におけるシピル

ミニマムの充実度、達成率が高まってきているかなというふうに考えることもできるかと思いま

す。

特に、今回議案になっております下水道につきましては、下水道の普及率、これはインフラの

整備を数字で比較する中において大変重要視される数字でございます。例えば、国レベルでは60

%、県レベルでは47%、館山市では恐らくゼロ%というふうな数字であらわされていると思いま

す。館山市民にとりましても、大変これは恥ずかしいというか、残念だなというふうな数字でご

ざいます。その館山市におきまして、今後その普及率が上がる、つまり一部供用がなされるとい

うことは、館山市民として大きな誇りとし、喜びとしなければいけないものと思います。供用開

始が一日も早くできることを期待いたすわけでございますが、現実的には使用料ですとか受益者

負担金の支払いが求められてくるわけでございます。これは当然に支払うべきものであると認識

はいたします。しかしながら、その算出方法、金額、支払い方法等は、広く住民、市民に知らさ

れねばならないと考えます。また、金額もそれぞれのいわゆる受益者の負担に耐え得るものでな

ければならないと考えます。
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そこで、御質問いたす議案第27号では、使用料の算出方法について。議案第28号では、下水道

工事の進捗状況について、受益者負担金の定義について、算出方法、他都市との比較について、

下水道審議会の審議内容について。さらに、この答申に当たりまして採用された負担率が 3分の

1ということでございますが、 3分の lから 5分の lというふうな範囲で負担率が考えられる中

において、 3分の 1が適用されたということにつきましての市長としての御所見をお伺いしたい

と思います。

以上、お答えによりまして再質問いたしたいと考えます。

。議長(山中金治郎君) 正司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの宮沢議員の御質問にお答えいたします。

議案第27号に関します使用料算出についての御質問でございますが、維持管理費及び処理水量

を予測の上、処理原価を算出し、公共下水道の果たす役割、受益者の方々の負担、これを考慮い

たしまして、さらに加えて他市町村の状況を勘案し、下水道使用料を算出いたしました。また、

その一方で公衆浴場用汚水につきましては、公衆浴場の持つ公共性、汚濁負荷状況を考慮いたし

まして使用料を算出いたしました。

次に、議案第28号に関します下水道工事の進捗状況についての御質問でございますが、第 1期

整備事業におきます平成8年度末の進捗状況は、終末処理場53%、幹線管渠51%、枝線管渠33%

の見込みでございます。また、平成10年度当初の一部供用開始におきます事業の進捗状況につき

ましては、終末処理場80%、幹線管渠61%、枝線管渠46%を予定しております。

次に、受益者負担金の定義についての御質問でございますが、負担の公平の原則に基づきまし

て、事業費の一部を負担していただくものでございます。

算出方法につきましては、受益者の方々が直接接続していただく末端管渠事業費に基づきまし

て算出しておりまして、近年新たに設定されました市町村と同程度でございます。

下水道事業審議会の審議内容についてでございますが、審議会における受益者負担金に関する

答申内容は、市民の負担を考慮いたしまして、さらなる軽減を図られたいというものでございま

す。

単位負担金額につきましては、公共下水道事業の果たす役割、審議会の答申、これらを考慮い

たしまして、また他市町村の状況も勘案し設定しておりまして、適正な額であると考えておりま

す。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 宮沢さん。

。 10番(宮沢治海君) ありがとうございました。
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受益者負担金ということでございますけれども、今回第 1期事業計画の中の、 98ヘクタールの

中における方々が直接的な受益を受けるということで対象になるわけでございますけれども、さ

らに私はもう少し幅広く考えることができないかなと思っているんでございます。確かに下水道

の普及は、即その地域の方々の生活環境の整備であり、特にトイレ等の水洗化は、大変快適、衛

生的な生活環境の整備になるわけでございますが、大変な喜びとするわけでございまして、それ

は公共下水道を持つという大きな目的と結果であることには間違いはないわけでございます。し

かしながら、先ほども申しましたように、現在公共下水道事業の目的と結果において、より幅広

いといいますか、厚みのある付加価値が当然に考えられるのではないかと思うところでございま

す。

それは、現在終末処理場として建設がされております館山市のいわゆるクリーンセンター、こ

れが鏡ケ浦クリーンセンターという名称からも判断できるのではないかと考えるところでござい

ます。私どもが館山を PRするとき、花と海と緑、もしくは太陽というふうに PRいたすわけで

ございますが、この海が汚れてしまっているのが現実ではないかと思います。館山市の顔である

鏡ケ浦が大変汚れて、誇りにできなくなってしまったというようなことが何年来かのことである

かなと思っているところでございます。何とかこの鏡ケ浦をきれいにしたい。館山市の顔である

この海をきれいにしたい。そして、市民も楽しみ、また夏場、一年じゅうを通して訪れるー海

水浴というか、そういった方も含めて気持ちよく過ごし、泳ぎたい海にしたいというふうな要望

もあったかと思います。その大きな目的のためにこの公共下水道というものを考えられたのも事

実ではないかと恩うわけでございます。

そういった場合におきまして、確かに生活環境一一いわゆるハエとか、そういうのがなくなる

というふうな受益者もあると思いますが、この鏡ケ浦がきれいになったり、観光客が多く来ると

いうことは、館山市全体にとりましでも大きな受益に当たるというふうに考えられるのではない

かと思います。また、最近ですと、公共下水道の整備が若者の定住化を促すといった側面もある

というふうに聞いておるわけでございます。ですから、受益者負担金の公平化といった場合にお

いても、この受益者というものをもう少し幅広く考えることはできないかというふうなところで

ございますが、いかがでございましょうか。

また、次に金額の考え方についてお伺いいたします。いわゆる受益者負担金の決定については、

公共下水道を供用開始したり、または建設しているところの他都市、団体との比較をしながら決

めるというのも大きな根拠の一つであるというふうにお聞きしました。理解いたしました。また

さらに、その負担率の中におきまして、 3分の 1から 5分の 1が適用されるということも大きな

一つであるというふうに理解をいたしていたわけでございます。そういった場合において、ただ

いまは平均であるというふうな、他都市と同じぐらいというふうなことをお聞きいたしましたが、
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どうなのかな、平均をとらなくてもよいのではないかなというふうな考えもできる。もちろん高

いところを見れば、幾らでも高いところはあります。しかしながら、ごく最近館山市議会で視察

を行いました東海市では、平成 2年で 370円というふうないわゆる負担率でございます。そして

また、一昨年行きました小樽市におきましては、これは金額ではなくて、負担率が 5分の 1とい

うふうなことも考えられるわけでございます。いわゆる比較対象と同時に、どれをとるかという

のが館山市の市長の姿勢ではないかと考えるところでございます。

では、現実にまだ難しいなと思ったのに、こんなことも考えられないかと思うことを言ってい

きます。千葉県内では、 34団体が下水道事業を実施しているわけでございます。しかし、県南2

市8町1村では、下水道事業を実施しているのはこの館山市だけであります。やはり膨大な費用

がかかる、年月がかかるということで、なかなか取り組めないのは想像にかたくはない。実際に

そうだろう、難しいかと思います。その先進地である、リーダーシップをとるべき館山市が下水

道事業に取り組んだということは、市民としても喜びであり、地域にとっても大変すばらしいこ

とではないかと思うわけでございます。しかしながら、この館山市において、事業の実施、供用

の開始に当たり、負担金という場面におきまして、大変に市民に受け入れにくいものといいます

か、そういったものを設定された場合において、今後他市町村で実施する場合において、やっぱ

り大変なんだなと。先ほど申しましたように、根拠の一つが他市町村を考慮しながらとなった場

合において、いわゆる受け入れやすい負担金でやっておけば、他市町村も事業に取り組みやすい

のではないか、考えられるのではないかというふうなこともどうかなというふうに思うわけでご

ざいます。

さらに、この館山市におきまして今回負担金の対象となるのは、いわゆる負担区というのは、

全事業の10分の 1の98ヘクタールでございます。 10分の 1が負担区でございます。しかしながら、

あと 10分の 9が事業としては残るわけでございます。そうしますと、 10分の 9が残る場合におき

まして、この負担金の基準となるのは、当然に答申に出ている 600円、 3分の 1ということでご

ざいます。当然によく知らせれば、御理解はいただけるでしょうけれども、より受け入れやすい

負担金の額になれば、この10分の 9の事業を実施していく上において、さらに住民の理解と協力

が得られるのではないか。そういうことで、その負担金の額ももう少し考えられるのではないか

ということでございます。つまり、その金額につきましては、云々という算出方法があるでしょ

うけれども、最後にきましてその負担割合一 3分の 1から 5分の 1としたわけですから、これ

を4分の 1にしたらどうかというふうな具体的なものは考えられないかということでございます。

では、その 4分の 1にした場合、具体的に一受益者負担金からそれが除かれるわけでございま

して、具体的に金額としてはどのくらいになるのかどうかということもちょっとお聞きしたいと

患います。

-119ー



以上、お答え願いたいと思います。

。議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(鈴木信一君) まず、受益者の負担金の考え方でございますが、受益者負担金制度

は、先ほど市長が御答弁申し上げたとおりでございますが、下水道事業によって受ける利益者に

対しまして、建設費の一部を、一度限りでございますが、負担をしていただくということでござ

います。したがって、利益を受けない方々から負担をいただくというようなことは、この受益者

負担の公平の観点から好ましくない、このように考えておる次第でございます。

それから、県内の状況ということでございますが、県内の状況を見ますと、対象事業費や設定

年度だとか、あるいは土地の形状による建設単価の違いなどから、単価が一律になっていないの

が現状でございます。館山市の場合は、これは国の機関でございますが、下水道財政研究会の提

言を受けまして、一般的に県内の市町村が採用しております末端管渠の費用の一部を負担してい

ただく方法をとった結果となったわけでございまして、最近設定されました 600円から 700円の

単価を参考に設定いたしましたので、この館山市の金額だけが今後とも中心になるというような

ことは考えられないんじゃないか、このように思っております。

それから、負担区の問題でございますが、これから第2、第 3と負担区が変更になった場合と

いうことでございますが、最初の金額が基準となって上乗せされる可能性があるため、当初は低

目に設定すべきというような、そういった御意見かと思います。これは、受益者の単価を設定す

るに当たりましては、各負担区にかかわる末端管渠の建設費用を基準に設定するために、当初設

定されました 600円の単価を基準に算定するものではございません。

それから、この 600円の単価をさらに 4分の lに引き下げたらというようなことでございます

が、第 1負担区は、単純に計算した結果、 1. 961円の単価一これは汚水の処理原価でございま

す。しかし、最近設定されました県内の単価では、先ほども申しましたように、 600円から 700

円を参考に、また制度導入されました34団体の平均では、負担率 3分の lというようなことで、

平米当たり 650円というような設定をしてございます。またさらに、下水道事業審議会の諮問を

受けまして、今回50円の軽減を図って、最終的に 600円というふうな単価にしたわけでございま

す。したがって、住民負担を十分考慮した単価である、このように思っておる次第でございます。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 宮沢さん。

。10番(宮沢治海君) ありがとうございました。

600円が高いかどうか、算出方法があるわけでございますけれども、大変議論があるところで

はないかと思いますが、この算出方法の中に他都市の額を考慮する、また 3分の 1から 5分の 1

ということがある場合においては、多分にその市の姿勢が問われる場面もあるんじゃないかなと
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考えるわけでございます。

具体的にお伺いしていきます。下水道が供用されますと、当然にその地区の住民といたしまし

ては排水設備の変更や水洗トイレの設置が必要となるわけでございますが、その法的なものの規

制はどのようになるのかということと、やはりそれを変更する場合におきましては各家屋、各世

帯で費用がかかるわけでございますが、その費用はどのくらいに算出できるのかということ。

次に、やはり使用料がかかるわけでございます。これは使用水道の量に応じて下水道の使用の

量が決定されると理解させていただいたわけでございますが、現在における平均的な世帯の一月

において使用する水道量が出てくると思いますが、それを判断して、下水道の一月の使用料は幾

らぐらいになるのであろうかということ。また、その算出根拠になる下水道の使用料金は、他都

市との比較ではどのくらいなのかということをお聞きしておきたいと思います。

さらに、ただいまの負担区の割合で、末端管渠工事費の違いにより、その負担率が違ってくる

というふうなことならば、今回の 600円という中におきましては、いわゆる基準となりました末

端管渠工事費も、 10、11、12年度におきましては、これは計画事業費でないかなと思っているわ

けでございます。その辺のところの算出をもう少し考えれば、もう一考できる要素があるのかな

というふうに考えることと、下水道審議会の方で 650円を 600円にしたという中におきまして、

軽減を図るという措置がとれるのか。しかしながら、もう一度軽減措置を考えたらどうかなとい

うふうな意向があったというふうに考えますものですから、さらなる御検討をまたお願いをいた

しまして、質問を終わらせていただきます。

。議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(鈴木信一君) まず、県内の市町村の下水道の使用料の状況でございますが、処理

方法及び処理水量が違いますので、一概に比較はできません。しかし、近年供用開始されました

市町村の使用料は、これは平均でございますが、館山の場合もこれに当てはまるんじゃないかと

思いますが、 1カ月当たり平均一この館山、北条地区では、 1世帯当たり 2.49人、これが 1世

帯当たりの平均でございますが、これに 1人当たりの使用量0.34立方メートルを掛け、さらに 3

65日を掛け、 12カ月で割りますと、 1世帯当たり 25立米、これが一平均的な家庭で、今の実績

から推して、 1世帯当たり 25立米。こうなりますと、 1カ月当たり 25立米で 2.750円という形に

なります。これは、最近供用開始されております市町村を見ますと、 1立米当たり 110円という

ことでございますので、この金額が適当であるんじゃなかろうか、このように思っております。

それから、設備工事がどのくらいというようなことでございますが、 1世帯当たりの平均は48

万円から62万円程度かかるんじゃなかろうか、このように思っております。

それから、 11年から 12年のときの負担区は、またその金額が上乗せになるんじゃなかろうかと

いうことでございますが、これは12年を目安にした末端管渠費を見てございますので、そういう
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ことはございません。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 以上で10番議員宮沢治海さんの質疑を終わります。

午前の会議はこれにて休憩とし、午後 1時再開といたします。

午前 11時45分休憩

午後 1時o0分再開

。議長(山中金治郎君〉 午後の出席議員数23名、休憩前に引き続き会議を聞きます。

次に、 20番議員神田守隆さん。御登壇願います。

(20番議員神田守隆君登壇〉

。 20番(神田守隆君) 既に通告しました諸点についてお尋ねいたします。

議案第11号、館山市職員給与条例の一部改正についてでありますが、 58歳以上の職員の昇給期

間について延伸しようとするものでありますが、 58歳以上になると、なぜほかの職員に比べて昇

給期間を延長することになるのか。その合理的な理由は何かあるのでしょうか。年齢による昇給

差別というのは違憲、違法とも考えられるわけでありますが、いかがお考えですか。

この条例改定について、事前に市職員組合との協議ないし承認はあったのでありましょうか。

いかがですか。

また、このような年齢による昇給期間の差別的な条例の実施状況、これは県内他市と比べてど

うなっておりますか。

次に、議案第23号、館山市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条

例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。環境汚染を予防するために、残土の性状に

関する規制をするとのことでありますが、規則で制定する許可基準はどのように検討されており

ますか、御説明ください。例えば、自で見てコンクリ片やビ、ニール類が混入しているケースなど

というのはわかりやすい例でありますが、実際に問題になりやすいケースと思われますが、この

場合どのようになりますか。

次に、一昨日の一般質問でも、神余の産廃のケースでありますが、不法投棄の問題が指摘され

ておったところでございます。大変な問題かと思います。環境を守るために、山間部などでの違

法、不当な投棄を防止し、条例の実効性を確保するための監視体制の強化は、どうしても必要に

なる課題ではないでしょうか。行政と連携した環境監視員などの制度が必要になるのではないか

と思いますが、この点についてどのようにお考えでありますか。

次に、条例の施行日が 6月1日ということでなっておりますが、先ほどの御答弁でも、業者に

対する周知期間ということもありますが、それはまた逆に、それまでに申請したものについては

この条例の適用は受けないこととされているので、いわゆる駆け込み申請という問題が予測され
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ますが、これにはどのように対処なされますか。

次に、議案第26号、館山市水道事業給水条例の一部改正についてでありますが、水道料金をお

よそ30%値上げするわけでありますが、値上げの論拠とされます水道原価の見込みは幾らですか。

平成 7年度決算では、市営水道の水道原価は 164円余にすぎません。水道原価のアップの理由

として、南房総広域水道の受水費、第 3次拡張事業による減価償却費及び支払利息の 3点をその

理由に挙げているわけでありますが、それぞれの原価アップの内訳は幾らになりますか。

次に、南房総広域水道の受水費について、幾らになっているのか、具体的にお示しをいただき

たいと思います。また、なぜその金額になっているのか、その算出根拠についても御説明をいた

だきたいと思います。

次に、一昨日の一般質問で指摘いたしましたが、南房総広域水道は、平成12年度で日量 5万ト

ンの水量を必要とするという想定のもとに計画されたものでありますが、その想定の前提になっ

ているものは、平成元年から10年までの聞に人口がこの地域で 9.9%伸びるとか、 1日1人当た

りの水量が 700リットルにと、現況の 2倍以上になるとか、リゾート開発で相当の水需要が出て

くるとか、今となってみれば、外れだらけの予測の上に立っております。計画時点と現在時点と

は必要水量の見込みが大きく違ってきたというのが実際かと思うのであります。平成12年度の実

際の見込み水量の修正が当然必要になっているものと思うのでありますが、どのようにお考えで

ありますか。

議案第27号、館山市下水道条例についてお尋ねをいたします。先ほどの宮沢議員の御質問とダ

ブることになるところもございますが、御容赦願います。

下水道使用料の基本的な考え方はどうかということについてお尋ねをいたします。基本使用料

として、 10立方メートルまでは1.050円を、その後、使用水量がふえるに従い、立方メートル当

たり 110円から 180円にまで高くなっていく料金を負担することになるわけでありますが、そも

そも下水道料金の使用料金はどのような考え方で、何に基づいて算出されておるものでしょうか、

御説明をいただきたいと思います。

次に、一般的な家庭の下水道使用料金の県内との比較はどういうふうになりましょうか。館山

のこの条例では、一般的な家庭の平均的な料金は 2，500円から 3，000円程度になるのかなという

ふうに思われるわけでありますが、県内の下水道料金と比較してどのような水準というふうに理

解できますか。

次に、第15条の使用料の算定では、水道使用量をもとに汚水量を算定することが基本となって

いるわけでありますが、水道水の場合は、そのメーターで汚水量を特定できるかと思いますが、

水道以外の汚水の下水道利用については、その対応に応じて市長が認定するとしていますが、そ

の汚水量はどのように調査をし、認定をするものでありましょうか、お聞かせをいただきたいと
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思います。

次に、議案第28号であります。館山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例についてお

尋ねをいたします。第 2条では、受益者とは公共下水の排水区域内の土地の所有者と定義をして

いるわけでありますが、土地を持っているだけでどのような利益を受けることになるのか、公共

下水道の受益者負担とはどういうことなのか、なかなかこれは住民の方にとって理解がしづらい

ところかと思いますので、わかりやすい御説明をいただきたいと思います。

都市計画法の受益者負担金では、受益を受ける限度内で、その一部を負担させることができる

と規定されているわけでありますが、条例案は受益者負担金を平方メートル当たり 600円として

おります。土地所有者が受ける利益はどのように算定をされ、どのように一部負担金を算出され

たのか、その算定根拠について御説明をいただきたいと思います。

以上、御答弁によりまして再質問をさせていただきます。

。議長(山中金治郎君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの神田議員の御質問にお答えいたします。

議案第11号に関します第 1点目、年齢によります昇給延伸についての御質問でございますが、

均衡の原則に基づきます合理的な理由によるものでございます。

第2点目の職員組合の合意はあるかとの御質問ですが、従前から実施しているものでございま

して、特に勤務条件の変更ではございませんので、協議はしておりません。

第3点目の他市の状況はどうかとの御質問でございますが、県内31市のうち29市が延伸措置を

実施しているところでございます。

次に、議案第23号に関します第 1点目、残土を規則で規制する許可基準についての御質問でご

ざいますが、土砂の性状に関します基準と構造に関する基準を考えております。また、コンクリ

ート片などの混入につきましては、明確な基準がございません。数字での表現は難しいことです

が、個々の事例を重ねながら対応してまいりたいと考えております。

第2点目、監視体制についての御質問でございますが、市職員によりますパトロールを実施す

るとともに、監視員制度につきましでも今後検討してまいりたいと考えております。

第3点目、施行日についての御質問ですが、改正条例の内容を周知するため、施行日を 6月1

日としたものでございます。

最後の残土の駆け込みにつきましては、現行条例で対応しながら、ケース・パイ・ケースで慎

重に処理していきたい、こう思います。

次に、議案第26号に関します第 1点目、給水原価についての御質問でございますが、平成 9年

度から11年度までの料金算定期間内の給水原価は 297円21銭の見込みでございます。
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第2点目、南房総広域水道企業団からの受水費、第 3次拡張事業によります減価償却費及び支

払利息の原価の内訳でございますが、それぞれ97円91銭、 24円48銭、 19円39銭、この見込みでご

ざいます。

次に、第 3点目、南房総広域水道企業団からの受水費でございますが、 1立方メートル当たり

193円63銭で、九十九里地域水道企業団の供給単価と同額でございます。

第4点目、南房総広域水道企業団の供給水量と実際の需要についてでございますが、責任水量

制を採用しております。

次に、議案第27号に関します第 1点目、下水道使用料金の基本的な考え方についての御質問で

ございますが、下水道施設の維持管理費並びに資本費の一部を負担していただくものでございま

す。

第2点目、一般的な家庭の下水道使用料金の県内の比較についてでございますが、近年供用開

始されました市町村と同程度でございます。

第3点目、水道以外の下水道利用の調査についてでございますが、使用者本人の申告によりま

して、認定基準を設け、使用水量を認定いたします。

議案第28号、その第 1点目、受益者及び、受益者負担についての御質問でございますが、受益者

負担とは、負担の公平の原則に基づき、事業費の一部を負担していただくもので、土地の所有者

または土地に対する権利を有する方にお願いするものでございます。

第2点目、負担金の算定根拠についてでございますが、第 1期事業にかかわる末端管渠事業費

から道路、公園等公共の用に供している土地にかかわる面積及び事業費を差し号|いたものを受益

面積で除したものでございます。

以上でございます0

0議長(山中金治郎君) 神田さん。

。20番(神田守隆君) 議案第23号の残土の条例の関係でお尋ねいたしますけれども、性状と

構造に関する基準を考えておられるということでありますが、こういう話も聞いているものです

から。端的な例であれですけれども、残土の埋め立てをするに当たって、ユンボでもって大きな

穴を掘って、そこにやばい残土をぽんぽん入れてしまう。その上にきれいな残土を入れておくと、

これはうまく抜けられる。こういう脱法行為みたいなことをやる業者があるという話も耳にする

んですが、そういうことですと、性状を調査といっても、上っ面をやってもわからないというこ

とになってしまうんです。だから、この調査というのも結構大変なことなんだなというふうに思

うわけなんです。山になっちゃいますと、その山の一番下のところに実は汚染残土があるなんて

いう場合は、そこを調べないことには最後までわからぬということになってしまうものですから。

そ!うい!たしますと一端的な例で大変恐縮なんですけれども、館山港に残土を持ってきていま
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すよね。そういうところで抜き打ち的に見るということはできないものなのかどうなのか。一応

こういうところに埋めますよという申請が出ているんだけれども、残土で埋め立てられた時点だ

けではなくて、埋め立ての経過地点においても市内の場合には性状の調査をするという、そうい

うことができればもっと安心できるのかなと。また、比較的やりやすいんでないかなと、実際問

題として。そういうことはこの条例では全然考えていないのかなと。あるいは、そういうことは

やりようによってはやれるというふうになるのかどうかということなんですが。

それから、環境監視員については、前向きに御検討いただけるということで、ぜひお願いをし

たいんですけれども、山の中というのはなかなか歩く機会がないんです。ですから、山によく入

る人といいますか、そういうことを結構習慣にしているというと、大体山芋を掘りに行くとか、

そういう人なんかーーよくその時期になると行くとか、そういう方が意外にいろんなことを知っ

ていて、あそこにえらい不法投棄があるよとか、あるいは夏の時期になりますと蛍を見る会をや

っている人だとか、そういう環境に対して非常に関心のある人を広く一環境ボランティアとい

いますか、そういうことで広く組織して、クリーン・アンド・ビューティフル運動ということも

ありましたけれども、そういう中でも非常に多くの人たちが参加できる一ーその人の持っている

持ち味を生かした形で環境浄化に参加するというようなことでは、環境ボランティアなんていう

のは今ナウい一一ナウいなんていう言葉は今もう使わないんですかね一一あれになるんじゃない

かなと思いますので、そういうアイデアもぜひお考えいただいて、お願いをしたいと思います。

そういう点で、環境ボランティアなんていうのも一公募ということで、市の今までの手の平

だけじゃなくて、市民一般に広く公募しながら大きく声をかけていくという、それがまた市民の

環境への関心の一つのきっかけになるんじゃないかなと思いますので、その辺いかがですか。

それから、この条例の周知期間と駆け込み申請、これはなかなか難しい問題もあろうかと思う

んですが、まさにケース・パイ・ケースということでしか考えられないし、今のところそういう

御答弁しかいただけないのかなと思います。余りにも常軌を逸しているというようなことがあれ

ば、それはすぐに対応できると思うんですが、かなりやはり微妙なところですとか何かという問

題もあろうかと思います。ケース・パイ・ケースということで、できる限り市としての対応を、

環境を守るということでの積極的な対応をお願いしたいと思います。

それから、 26号でありますけれども、水道事業のことですが、今回の値上げの大きなコストア

ップの内訳では、 97円91銭、これが南房総広域水道の受水費にかかわる分というふうなことで、

やはりこれが一番大きいといいますか、今回のコスト面から見た点では、改めて南房総広域水道

がコスト的にかなり大きな影響を及ぼしているということがこの数字からわかりました。

確かに市長さんは先ほどおっしゃられました、午前中。見込み違いというのは、渇水も見込み

違いで、こんなにひどい渇水になるというのも見込み違いでしたから、その分では救われたとい
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うことに結果ではなるんですが、確かにそれはそのとおりだろうと私も思います。そういう点で

は、南房総の広域水道の水が来ていたからこそ、給水制限なり、そういったものをせずに現行き

ているという意味で、非常に大きな役割を果たしたんだということはそのとおりだと思います。

それで、責任水量制ということで、平成12年度で 5万トンのうち 1万 2，000トンが館山、その

他ー館山が大体全体の 2割強ですか。それぞれの水道事業体に割り振りをして、責任水量制と

いうことで、とにかく水を使おうが使うまいが、そういうことに構わなく、実際おたくのところ

はこれだけ引き受けてくださいよというのが責任水量制ですから、もともと足りているところに

とっては、それだけの水需要が出てこなかったとなると、この責任水量で引き受けた分がもろに

財政負担になってしまうという点で、この責任水量制というのは非常に大きな問題を抱えている

し、他の市町村からは本当に根み言がたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思うんです

が、そこで実際、平成12年度にということで使用水量の見込みを算定した基礎、ここはもう大幅

に狂っちゃったんだけれども、今これに手をつけると大混乱してしまうという意味で、手がつけ

られないというのはわかるような気もするんだけれども、そういう意味でこの水量については手

をつけないという状態でいるというふうな理解をした方がいいのかなと思うんですが、実際はも

う既に水量の見込みは大幅狂いだ、これはもう間違いないと思うんです。その辺についてはどう

いうふうにお考えになっておるのか。見直しをするんだとすると、どういうふうにやろうとする

のか。しないならばしないということなんでしょうけれども、どういうふうに見ていますか。

それと、責任水量制というのは、私は県内では余り聞いていないものですから、他県の状況の

中で責任水量というようなことを聞いておりますけれども、千葉県の中で責任水量制をとってい

るところというのは実際あるかどうか。そういうところがあれば、具体的にお示しをいただきた

いと思います。少し調査をしてみたいと思いますので、具体的にお聞かせいただきたいと思いま

す。

それから、下水道条例の問題でありますけれども、先ほどの宮沢さんの質問とダブっちゃった

ものですから、ちょっと違う視点からお尋ねしますけれども、料金の体系についてお聞かせくだ

さい。料金体系が一基本使用料は10立方メートルまでという決め方をしていますけれども、こ

れは例えば 1立方メートルしか使わなくても、あるいは全くゼロだとしても1.050円ということ

ですよね。水道の場合には、基本料金ということと、それから基本料金とは別に使った量という

ふうな、それを分けて考えられているんですけれども、ここでは基本料金という中に10立方メー

トルまでというふうな区切り方をしていますけれども、これはどうしてそういうふうになさるの

か。例えば、 1カ月、 2カ月全然利用しないと一何かの事情でいないというようなケースの場

合は全然使わないわけですけれども、こういう決め方だと、基本料金だけは取られますよと。基

本料金といっても、要するに10立方メートルまでは取っちゃいますよという形になるものですか
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ら、ちょっと不合理が出てくるのかなという点です。

それと、料金の体系としては逓増制になって、量が多くなると単価が高くなるという一これ

は水道のシステムと同じ逓増制をとっているわけです、考え方は。それで、水道の場合には、水

道の使用を抑制するというような意味から料金体系も逓増制をとっていたというふうに思うんで

すけれども、下水道の場合には、どうしてそういう意味では遥増制という考え方が出てくるのか。

この辺はどういうことなのか。下水道の使用抑制という意味では考えにくいなと思うものですか

ら、どうしてそういう料金体系になるのか、御説明をいただきたいなと思います。

以上です。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 議案第23号の御質問にお答えいたします。

まず、最初の御質問にございました、穴を掘ってそこに廃棄物なり有害なものを埋められると

いうような、そういう話もあるというようなお話でございます。確かにその場合の現場のチェッ

クというのは非常に難しいわけでございますが、本来はこれは業者のモラルにかかわる問題であ

るわけでございますけれども、その辺の認識をきちんと持っていただくような、そういう方法、

それと何らかの形でチェックできるような方法がないかどうか、これらを検討してまいりたい、

このように考えております。

それから、土質の検査でございますけれども、限られた回数の中でいかに大きく網をかけるか

というようなことを考えているわけでございます。その一例としましては、広い範囲の数カ所か

ら土を採取しまして、それで分析をしていただく。異常なものが出たら、再度細かにまた分析を

するというようなことで、なるべくそういう土壌のチェックに努めていきたいな、このように考

えております。港に揚がりました土質の検査というようなことも一応視点に入れてまいりたい、

このように考えております。

それから、 2点目の監視員の制度でございますが、これは残土だけに限りませんで、廃棄物等

の不法投棄一一先ほど御質問にございましたように、神余でのものが出てきているわけでござい

ますが、そのほかにもあるというようなことを聞いております。そういう意味で、行政だけでは

なかなかカバーし切れない部分もあろうと思います。そういう意味で、やはり住民の皆さんのあ

る部分での御協力をいただくということも当然これは考えていかなきゃいけないな、このように

考えておりますので、今後そういうふうな方向でそういう制度の確立に向けて進めていきたい、

このように考えております。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 水道課長。

。水道課長(谷員 実君) 議案第26号に関しての御質問でございますが、まず南房総広域水道
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の水量見込みに計画時と変更があって、今後どうしていくのかということでございますが、確か

に先ほど人口が 9.9%伸びるという予測がされていたというお話もありましたが、人口というか、

給水人口が 9.9%伸びるだろうという予測がありまして、これは館山市の拡張区域、それから大

原町とか鴨川市とかで拡張した、そういうものも含まれている数字でございます。ただ、全体的

にそれを含めて 9.9%になるかというと、そこまではいかないと思います。今後どうするかとい

うことでございますが、現在のところは各事業体、末端受水団体、末端給水事業体、これらの既

存能力の調整の中でというふうに考えております。

それから、責任水量制についての御質問でございますが、県外では兵庫県とか新潟県とかある

ようでございまして、千葉県内では、全体を責任水量制という方法ではございませんが、 2部料

金制で一一固定費については責任水量、あと使用水量に対してという 2部料金制をほとんどのと

ころが採用しているところでございます。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(鈴木信一君) 料金体系ということでごぎいますが、まず基本料金制と、それから

御指摘のとおり累進の使用料金制というふうなことでとってございます。まず、基本料金制につ

きましては、下水道事業の経営の安定を図るためにこのような基本料金制度を設けるということ

でございます。それから、累進制度は、汚水処理に関する原因者負担の強化ということで、大量

排出の抑制だとか、あるいは水資源の節約を図るというようなことから、今後の維持管理に役立

てたいと。こんなような形から、このような料金体系、使用料体系をつくったわけでございます。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君〉 以上で20番議員神田守隆さんの質疑を終わります。

以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑ありませんか。

植木さん。

。 12番(植木 馨君) ただいま神田議員の方から残土条例の一部を改正する御質問がござい

ましたけれども、それに対しまして関連質問をさせていただきます。

2点ほどございますけれども、先ほど御答弁の中で、県条例について、県は今この制定につい

て検討中ということで、館山市の方はどうぞお先にしてくださいというような、そんな御回答が

ございましたけれども、その中で上乗せ部分が出たらば、要するに県と協議して行うという、こ

の上乗せ部分がどういうところであるかお聞きしたいのと、それから、 11条、 12条、 14条、 15条

ですか、こういったものに違反した場合、厳しい措置が今度の条例の中に出ていないわけですけ

れども、違反して、それで命令という言葉を使ってどうか知りませんけれども、一応措置の命令

を講じた。だけれども、それにどうしても従わなかった場合にはどういう措置をとるのか、この
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点をひとつ -2点だけお聞かせ願いたいと思います。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) まず、最初の御質問でございますが、御質問のとおり、県条例

は今県の方で制定を進めている、作業を進めているわけでございますが、まだ今の段階で上乗せ

というような部分は見えていないわけでございますが、例えばということでそういう部分が出て

きたときには、市の条例との整合といいますか、そういうものが出てまいりますので、県の方と

協議をしていく、こういうことでございます。

それから、 2点目の御質問でございますけれども、いわゆる違反した場合ということでござい

ますが、違反した場合には、改善勧告、改善命令、停止命令、さらには許可の取り消しというよ

うな一連の手続があるわけでございますが、それ以外に罰則につきましでも、従前の条例よりも

強化したものが今回の条例には御提案してございます。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 植木さん。

。 12番(植木 馨君) 違反してどうしても従わない場合、これは警察か何かの方向へと今度

は展開していくと思いますけれども、そうしますと、やはり告発というような、そういうことも

考えていかなかったらこれを防いでいかれないというふうに考えますけれども、その点どうお考

えになっておるか。

もう一つ追加させていただきますけれども、先ほど神田議員の方から監視員の件についてお話

がございましたけれども、これは残土の問題にしても、産業廃棄物にしましても、監視員という

ものはどうしても未然に防ぐためには必要になってくるわけです。ですから、でき得れば、広範

囲にわたってただボランティア的にやっていただくというよりも、市長がやはり監視員というも

のを委託して、神戸なら神戸に何名とか、豊房何名、西師何名とか、各地区を考えまして、その

中に監視員を任命しておくというような、そういうことで監視体制をとっていったらば、これは

非常に充実した監視体制がとれるんじゃないかなと。それで、やはり年に 2回か 3回監視員を集

めまして地域の状況をお聞きするとか、そういうふうなことで、また今後も監視体制を厳重にひ

とつやっていただきたいという感謝の意を込めた、そういう打ち合わせ会をやるとか、そういう

ふうなことでやっていかないと、なかなかこの問題は解決していかないんじゃないかな、そうい

うふうに思いますけれども、その点どう思いますか。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) まず、最初の御質問の告発等についてのことでございますが、

今回の条例改正に当たりましては、特に罰則等の規制につきまして、そういうことを想定いたし

まして、検察庁と協議が調っております。協議をいたしてございます。
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それから、監視の件でございますけれども、これはやはり効果的、効率的な、そういう監視体

制がとれるように検討してまいります。

以上でございます。

O議長(山中金治郎君) ほかの議員で御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。

委員会付託

。議長(山中金治郎君) ただいま議題となっております議案第 9号乃至議案第12号並びに議案

第14号乃至議案第30号の各議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付

託をいたします。

議案の上程

。議長(山中金治郎君) 日程第 2、議案第13号財産の取得についてを議題といたします。

本案は、地方自治法第 117条の規定により、土地開発公社の理事、監事であります宮沢治海さ

ん、鈴木忠夫さん、日下君敏さん、石井昌治さん、川名正二さんの退席を求めます。

(10番議員宮沢治海君退場)

(16番議員鈴木忠夫君退場)

(18番議員日下君敏君退場)

(19番議員川名正二君退場)

(23番議員石井昌治君退場)

質疑応答

。議長(山中金治郎君) これより質疑を行います。

通告がありますので、発言を許します。

1番議員辻田 実さん。御登壇願います。

( 1番議員辻田 実君登壇)

。1番(辻田 実君) 通告した事項について、 5点御質問を申し上げたいと思います。

このウエルネスリゾートパーク計画の用地取得につきましては、当初予算におきまして 1億 3

.926万円が計上されているわけでございます。今回の提案は、これに対しまして、 9.667万円の

予算において開発公社でもって土地の取得がなされたので、館山市でもって買い戻しをしてもら

いたい、こういうことでございますけれども、予算と執行に 4.259万円の残を生じたわけでござ

いますけれども、この理由と、内容についてどういうものか、お聞かせをいただきたいと思いま
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す。

2番目に、この土地の取得単価は平米当たりどのぐらいに、何円ぐらいになるのか、教えてい

ただきたいと思います。また、その価格の決定はどのような手続を経て決定されたのか、具体的

にその経過を説明していただきたいと思います。

それから、平成 3年よりこのウエルネス計画の土地の購入が始まったわけでございます。しか

し、この間に 2度にわたりまして土地評価額の変更がなされております。また、リゾートブーム

の昭和60年代には土地ブームを起こしたわけでございまして、この平成 3年時はまだかなり高い

ブームが残っておったわけでございます。最近の状況によりますと、このウエルネス地域の土地

取引の時価は半分以下に下がっておるということを専門業者等から聞いておりまして、半値でも

売れればいい状態だというふうな状況にあって、大変厳しい状況にあるようでございます。した

がいまして、このような土地評価額並びに時価相場とい二うものを考慮して今回の購入価格におい

て処理されたのかどうか、そこら辺について、その結果を教えていただきたいと思うわけでござ

います。

4番目に、平成 7年度末でもって全体の51%の土地の買収が終わるということを予算委員会で

秋山議員の御質問に対して答弁されているわけでございますけれども、今回の購入によりまして、

全体の何%の購入が完了するのか、この点についてお伺いをいたしたいと思います。

5番目に、土地の購入は、当初の計画でまいりますと、平成 3年から 11年というふうにされて

おるところでございます。それで、これにつきましては、最近の議会の中での説明の中でもって、

平成11年が土地買収の目標だということを言われておるわけでございますけれども、となります

と、今後 3年間で目的を達成しないとならないわけでございまして、今の段階で50%台のものが

どうなるのか、ここら辺の見通しについてどのようにお考えになっておられるのか、この点につ

いてお伺いをする次第でございます。

以上5点について御答弁をお願い申し上げます0

0議長(山中金治郎君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの辻田議員の御質問にお答えいたします。

議案第13号財産の取得についての御質問でございますが、用地の取得につきましては土地開発

公社に委託しておりまして、公社が取得した年度の翌年度以降に複数年をかけて買い取っており

ます。したがいまして、予算に計上されております公有財産購入費につきましては、過年度取得

にかかわる土地に関する買い取りでございます。

2点目として、取得単価につきましては、 1平方メートル当たり 3.025円及び 7.000円でござ

います。また、単価の決定につきましては、不動産鑑定価格をもとに決定いたしました。土地売
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買契約につきましては、先行取得を委託している土地開発公社と毎年度末に契約を締結しており

ます。

3点目、用地取得単価につきましては、各地権者に提示してございますので、今後とも同一価

格で取得を進めてまいりたいと考えております。

4点目、用地取得率につきましては、現在55.3%でございます。

5点目、用地取得の今後の見通しにつきましては、地権者の御協力、御理解をいただきながら、

できるだけ早い時期に完了させたいと考えております。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 辻田さん。

。 1番(辻田 実君) 再質問をさせていただきたいと思います。

今回提出されました説明資料によりますと、その図面は本当にサパガリ状態の買収状況でござ

います。この図面を見る限り、現地調査はしておりませんけれども、 MANGA共和国なりスポ

ーツ王国なり、そうしたウエルネス計画が進められるのかどうか、本当に疑問でございます。そ

して、平成 3年以来50%の土地の買収が進んでいるわけでございますけれども、今回のこの土地

買収について、 1億 5.000万円の予算を持ちながら 9.600万円に終わったということについては、

何人かの買収交渉が不調に終わったということが言われているわけでございますけれども、今の

段階になって55%の買収率の中において、このように買収が進まないということについては問題

があるんじゃないかというふうに思うわけでございますけれども、そうした問題点はどういうと

ころにあるのか、我々議員も協力していかなきゃならないわけでございまして、この際お伺いを

したいと思います。

それから、今市長の答弁にございましたように、 2.000万円以上の土地の購入は館山市の財産

管理審議会にかけられることになっておるわけでございますけれども、この点については、毎年

その都度財産管理審議会にかけられておるのか。今回のこの取得についても、この条項が適用に

なって、財産管理審議会にかけられたというふうに思いますけれども、かけられたのか、かけら

れていないのか、そのかけられた結果に基づいて今回の値段が提示されたのか、その点について

お伺いをいたしたいわけでございます。

今の市長の答弁でございますと、不動産の鑑定に基づいて価格を決定しておる、こういうこと

でございますけれども、この財産管理審議委員の中には、土地家屋調査士または不動産業の資格

者等、専門委員は何人ぐらい含まれておるのか、その構成について、その内訳を若干教えていた

だきたいと思います。

それからもう一つは、今の答弁の中でわかったんですけれども、あらかじめ地権者に値段を提

示しであるからということでございますけれども、提示しであるから、私は非常に難しいと思い
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ます。市長の立場にしても、市の執行部にしても、値段が下がったから下げてくれという、こう

いうわけにはいかないだろう。そういうことをすれば、買収が全く進まなくなってしまって、こ

の計画はパンクしてしまうというような状況に追い込まれるんじゃないかという心配はされます。

その点については、私は本当に大変だろうと思うし、担当に当たっている方は気の毒だというふ

うに思っております。しかしながら、一面、先ほど市長が申されたように、館山市の土地は公的

な土地でございます。やはり財産管理審議会の審議を経て購入しなければなりません。そして、

今市長の答弁にあったように、不動産鑑定に基づいて、適正な価格でもって購入しなけりゃなり

ません。となってきますと、 2回の評価替えがあった中でもって、下がっているということを聞

いております。時価相場については、もう値段のっけられないぐらい下がっておる。これは、実

際の取引の例が少ないからという中でございますから。これが事実だということになりますと、

いずれこの購入資産につきまして含み損も出てくるわけでございます。この額は NTTの欠損額

以上のものでございます。だれが悪いわけではございません。

ここでもって一つ指摘しなきゃいけないのは、財産管理審議会の中でもって、今市長が言われ

たように、公正な土地評価がなされておるのかどうかということ。土地評価額が出されていれば、

それに従って財産を買わなきゃならないという規則があります。この規則違反が指摘された場合

に、また大変な問題、 NTT問題以上の問題が惹起されるおそれも私はあると思います。だれが

悪いわけではありません。法律に基づいて出てきちゃうんです。これは国の政策が悪いといえば

それまでです。国の政策が悪いから地価が下がってしまった。リゾートがうまくいかなくなった。

不況になったために企業が撤退しちゃった。したがって、地価が下がっちゃった。それだからと

いって、やはり評価額に基づいて財産管理審議会がきちんとやっていれば、含み損なりそういう

ものは出てこないはずなんですけれども、それを承知の上でもってー今、平米当たりの単価が

3， 200円だということで言っていました。実際にこれの時価相場そのものが1.000円なり1.500 

円であるということが実証されておった場合に、こういうものを市が買っているということにつ

いては、犯罪的な行為につながりかねない心配が私はあると思うんです。ですから、これがーた

びこういう問題でもってこじれると、大変な問題になろうかと思うわけでございますので、 、'、'

ら辺についてはどのようにお考えになっておるのか。

私は、審議会の委員をやめた人と現職の人等に聞きましたら、この問題は出ていますよ、この

ままいけば大変なことになるということは、審議会の大多数の人はその都度言っているというふ

うなことも言われておりましたし、先般のヒアりングの中でも大分問題になっておりますよとい

うようなことを言っておりましたけれども、これがそういうことでもって、ただ隠して引き延ば

してやっていった場合に、ある時点でもって大変な事態、また再び事件を繰り返すというような

ことになりかねないと思うわけでございますけれども、ここら辺について一一私はこれがどうこ
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うということではありませんけれども、そういう点についてどのように考えておられるのか。

きちんと対処してもらわないと、市議会議員もそういった点について、何もわからなかったの

か、おまえらは、こういうふうなことになりかねないのでもって、そこら辺が、私が今指摘した

ような問題が、危慎している点がどうなのか。私が思い過ごしで言っているのか、私に情報を提

供してくれた方がかなりオーバーに言っているものなのかどうなのか、この点について市の御見

解をお聞かせいただきたいと思います。

以上について再質問させていただきます。

。議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(鈴木信一君) まず第 1点目の、現在55.3%というようなことが一進みぐあいが

悪いんじゃないかというような御指摘でございますが、この用地買収は平成11年を目途として、

買収を完了させる目途として今進めているわけでございまして、共同相続人の調整だとか、ある

いは抵当権解除だとか、そういったもので若干おくれる危険性はあるんじゃなかろうか、今後と

も努力していきたい、このように思っております。

それから、財産管理審議会にかけたかどうかということでございますが、まず今回は、 2. 000 

万以上、 5.000平米以上は財産取得に係る議会の議決を必要といたしますので、ここに提案をし

たわけでございまして、その前に財産管理審議会は行ってございます。メンバーにつきましては、

財産管理審議会の委員につきましては 5名の委員でございまして、その中には専門の不動産鑑定

の方もいらっしゃいます。

それから、今後の、いろいろ御指摘をいただきましたけれども、この考え方として、平成 3年

の10月に不動産鑑定評価に基づきまして決定された金額でございまして、その後、洲宮区、茂名

区、真倉区へ土地価格について、地元の説明会を行って、各地権者の方々に提示をしてございま

すので、今後とも同一価格で取得を進めていきたい、このように思っておるわけでございます。

今辻田議員から御指摘のとおり、土地価格が下がっているんじゃなかろうかというようなこと

でございますけれども、千葉県の基準地の一これは一応参考でございますけれども、県が実施

の地価調査に基づきまして、そこの場所の一一現在買おうとしているウエルネスリゾートパーク

の用地内ではございませんけれども、藤原のずっと先の方ですけれども、藤原の字片フタという

ところでございます。そこでは、元年から 2年では10アール当たり 270万というような金額が出

ております。その後、県の調査地点が変わりまして、今竹原の方でございますが、平成 8年度で

やった金額が 225万ということになっておりまして、今現在進めているウエルネスリゾートパー

クの用地が即それに該当するかということになりますと、疑問も残るわけでございますが、面と

して当初から買っております価格でございますので、今後ともこのような形でやらざるを得ない、

進めていくということでございます。
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以上でございます。

。議長(山中金治郎君〉

。 1番(辻田実君)

辻田さん。

もう私はこれで終わりますけれども、開発公社の中の一議員からも理

事が出ておりますし、また委員会もあるわけでございますので。ただ、今おっしゃられましたよ

うに、 2面性、 3面性があるわけでございますから。確かに心理的には、平成 3年にこれで買い

ますよと表示しちゃっていますから、買わなきゃならないという一つの約束事もあります。同時

に、地価が一法律でもって、不動産の鑑定に基づいて、時価で買わなきゃならないという一つ

の自治法の決まりがあります。これらを一どっちも正しいです。ただしかし、 NTTの株と同

じように含み損が出ちゃった場合に、責任は今度は、どっちもどっちじゃなくて、市へもう直接

出てきますから。そのときには、議会の承認案件ですから、議員は何していたんだ。市の方は知

らなかった。不動産鑑定委員会ではそういう内容は知らされなかった、調べません一今回の場

合通っていないということでございますから。そうなった場合に大変な事態にならないかと思っ

て、その点を心配していますので、ここでどうこうということは言いませんで、私はこういう問

題が現実的にならないように一石を投じておきますので、慎重な対応をお願いいたしまして、質

問を終わりたいと思います。

。議長(山中金治郎君) 以上で 1番議員辻田 実さんの質疑を終わります。

以上で通告者による質疑を終わりますが、通告しない議員で御質疑ありませんか。一一御質疑

なしと認めます。よって、質疑を終わります。

委員会付託

。議長(山中金治郎君) ただいま議題となっております議案第13号は、お手元に配付の議案付

託表のとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。

(10番議員宮沢治海君入場〉

(16番議員鈴木忠夫君入場)

(18番議員日下君敏君入場)

(19番議員川名正二君入場)

(23番議員石井昌治君入場)

議案の上程

。議長(山中金治郎君〉 日程第 3、議案第31号乃至議案第35号の各議案を一括して議題といた

します。
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質疑応答

。議長(山中金治郎君) これより質疑を行います。

通告がありますので、発言を許します。

1番議員辻田 実さん。御登壇願います。

( 1番議員辻田 実君登壇)

。1番(辻田 実君) 通告をいたしました 5点について御質問を申し上げます。

補正予算案 7ページでございます。第2表、繰越明許費中、都市計画費について、御質問を 2

点にわたりまして申し上げます。 1つは、館山駅西口土地区画整理事業の地上物件等の補償費の

2.341万円が計上されているわけでございます。この繰越金は、地権者との話し合いが合意が得

られなかったためということでございますけれども、何軒ぐらいの世帯の人がこれに該当するの

か。この段階にまいりまして、このような形でもって 2.000万からのものが繰り越されるという

ことにつきましては、非常に今後の西口開発について問題であろうかと思いますので、ここら辺

について、どういうふうになっておるのかお伺いをしたいと思います。

2番目には、そのすぐ下に館山駅の建設設計委託料 3.853万円の繰り越しがなされておるわけ

でございます。この点は、私は予算に計上されたものが JRとの協議並びに調整に期間を要した

ためにおくれてしまったということでもって繰り越されているということについては、大変な問

題だなというふうな感じがするわけでございます。というのは、この問題については非常に市長

を中心にいたしまして市民にアピールしておりまして、市役所の前にも模型が出ておりましたし、

そして館山駅にはでかい看板が 2つ、平成10年度を完成目標にでき上がりますというー一立派な

絵が載っているわけでございますけれども、 8年度のものが繰り越されて、 9年度に入りますと

一一あの看板を訂正しなきゃいけないような事態に追い込まれるということになりますと、これ

は執行部としても、我々としても、ちょっと抜き差しならない、何か追い込まれた、言いわけが

できないような状況になると思うわけでございますけれども、私は 8年度中にこの設計委託は完

了して、平成 9年、 10年でもって完成すると思っておったわけでございますけれども、どうして

このようなおくれが出たのか、このおくれの取り戻しについてはどのようになるのか、この点に

ついてもう少し詳しく一協議、調整が調わなかったということだけじゃ余りにもわからな過ぎ

ますので、よろしくお願いします。

次に、 21ページの土木費でございます。道路新設改良費についてでございますけれども、これ

について 1億 213万円が減額になっておるわけでございます。これの市道の対象が 6路線でござ

いますけれども、これが要するに減額でございますから、 8年度にはできなかった、こういうこ

とになりますけれども、これ以降また改めてこれを新設しなきゃならない、こういうことでござ

います。これは非常に残念なことでございます。その理由が国庫補助金の減額によるという説明
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でございますけれども、予算を編成する場合には、あらかじめこの路線をこのようにして、都市

計画に基づいて設定しますということで、県ないし固と協議をして、よかろうということでもっ

て予算を組み、国庫補助金も予算計上されているわけでございます。それがどういう事情でもっ

て1億 400万円も国庫補助金が打ち切られたかというー随分国も、財政赤字で苦しいといえど

も、乱暴なことをするなというふうに感じられるわけでございますけれども、ここら辺の経緯に

ついてもう少しわかりやすく一一国が横暴過ぎるのか、それとも市の方の手続が甘かったのか、

打ち切られるような甘さがあったのか、そこら辺について、本音のところをひとつお教えいただ

きたいというふうに思います。

3番目に、 22ページでございます。 22ページの土地区画整理費として 2.628万円について、こ

れは移転交渉の不調によってということでございますけれども、移転交渉によっての不調が随分

続いておるようでございますけれども、この段階においてまたこのように予算を組んだものが流

されていっちゃうということは問題だと思いますので、しつこいようでございますけれども、こ

れはどういう状況なのか、今後これらについては見通しは明るいのかどうなのか、ここら辺につ

いて御説明をいただきたいと思います。

それから、 23ページでございます。社会教育費の中の 167万円の減でございますけれども、那

古寺所有の県の指定文化財の修理費が予算計上されておったわけでございます。これが補助金の

不採択によって予算を減額しなきゃならない、こういう事態になったということは、私は非常に

異例なことだと思います。一応申請して、ある程度見通しがついたから予算計上したと思うわけ

でございますけれども、その予算が館山市で決定された以降、県の方でもってこれは認められな

い、不採択だから引っ込めますということ。額は少ないにしろ、今後こういう問題が多く出てき

ますと、本当に行政に不信と不満が募るわけでございますので、文化財というものは割合に予算

が通りやすいというふうに言っておったんですけれども、どうしてこのように不採択なんていう

ふうなー補助金が不採択、予算に計上されたものがー予算に計上される前の申請が不採択な

ら別ですけれども、申請が受理された上でもって不採択ということは異常な事態だろうと思うわ

けでございまして、ここら辺の経過について御説明を願いたいと思います。

それから、同じく 23ページでございます。土木施設の災害復田費でございますけれども、過日

の台風でもって館山は大変な被害を受けて、本当に市民の方には御迷惑がかかっているわけでご

ざいますけれども、この予算が 1億 3.900万も減額になっておる。しかも、それが査定によって

減額になったということでございますから、どうして査定によってこんな 1億 3.900万というも

のが削られちゃうのか。館山市は直ちに市民に対して回覧等を通じて被害状況を報告させて、こ

の被害は災害補助金の適用を受けるというものをクリアして、そして市でもって十分審査して、

これは災害復旧の補助金をもらわなきゃならないということでもって園、県に申請したもの。園、
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県はそれを受理したと思うんです。受理したからここに予算を 3億 6，000万計上したわけでござ

いますけれども、 3分の 1のものが受理されておりながら却下されてしまうということ、削られ

てしまうという、査定によってだめになっちゃうということはどういうことなのか、この点につ

いてお伺いしたい。だめになってしまったわけでございますから、予算がありません。したがい

まして、 3分の 1は、災害を受けて館山市としては認定していながら、そこのところはもう復旧

はできないわけでございます、新しくやり直さなきゃいけないわけでございますから。その対応

はできているのかどうなのか。災害復旧は何にも増して優先的にやらなければならない問題でご

ざいますけれども、そこら辺の関係がどのように手当てされているものなのか、この点について

お伺いをいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

。議長(山中金治郎君) 正司市長。

(市長圧司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの辻回議員の御質問にお答えいたします。

議案第31号に関します、繰越明許費にかかわる都市計画費についての御質問でございますが、

西口地区土地区画整理事業地上物件等補償費につきましては、 2名の権利者につきまして、本年

度中に移転が完了しない見通しとなりましたので、繰越明許費の設定をお願いするものでござい

ます。

次に、館山駅橋上駅舎等建設詳細設計委託料につきましては、東日本旅客鉄道株式会社千葉支

社と平成 8年11月に契約し、本年 3月に完了する予定でございましたが、 JR側によります駅施

設の規模、内容等についての再検討が行われまして、それを踏まえて市と協議、調整があり、平

成8年度中に設計が完了しない、この見通しとなりましたので、繰越明許費の設定をお顕いする

ものでございます。

なお、駅舎供用開始は、計画どおり平成10年度中の供用開始を考えております。

次に、第 2点目、道路新設改良費についての御質問でございますが、市道8042号線道路改良事

業実施のため、国に対し補助金の要望をしてまいりましたが、平成 8年度から大幅な補助金配分

の見直しが行われたことによりまして、誠額補正をしようとするものでございます。

次に、土地区画整理事業についての御質問でございますが、西口地区土地区画整理事業にかか

わる地上物件等補償費につきましては、権利者との移転交渉が調わなかったことにより、減額し

ようとするものでございます。今後も権利者との合意形成に努めまして、早期に移転が完了する

よう努力していく考えでございます。

次に、社会教育総務費についての御質問でございますが、県指定有形文化財、那古寺所有の絹

本著色僧形八幡神像、この修復を県の補助事業として予算化いたしましたが、県内文化財の緊急
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度の高い他の事業が優先されたため、平成 8年度は不採択となりましたので、減額補正をしよう

とするものでございます。

次に、土木災害復旧費についての御質問でございますが、さきの台風17号による被災箇所につ

いて、県の指導及び国の第 2次査定、第 3次査定を受けましたが、広域的な大災害でありました

ため、査定も大変厳しい内容となりました。減額の主な理由といたしましては、災害延長の削減

と復旧工法の変更指導を受けたことによるものでございます。

以上でございます。

。議長(山中金治郎君) 辻田さん。

。1番(辻田 実君) まず、再質問の第 1点といたしましては、 3点についてー-1つは、道

路新設費の国庫補助金が国の政策として大幅な減額されたためにということでございますけれど

も、この点と、それから那古寺の文化財の修復が不採択になったということ、これは多かったも

のですから、順位が下になったために削られたということ、それから土木施設のあれにつきまし

て、工法その他の問題でこのように一件数も多かったので削減されたということでございます

ので、その点についてはわかるわけでございますけれども、この 3点について、一応基準に基づ

いて、県ないし国について書類は受理されているんですか。

それで、今後一この種の問題はかなり多いんです。今後出てくることは可能だと思いますけ

れども、国や県と事前交渉一基準に基づいて、災害が起きた、このぐらいの災害被害があった、

それを市が認定して、国、県と交渉して、ある程度その書類が受理される、また内部的にされる

見込みがついて予算化されるでしょうから、予算化されたものについては、やはり市も削られる

ということは大変なことでございますから、受理しておくのはいろんな事情もあろうけれども、

何とか復活させていただきたいということをやるのがやっぱり市の仕事の一部であろうかと思い

ます。そのために国会議員も出ておりますし、県会議員もいるわけで、なかなか優秀でございま

すから一こんなことでもって削られるなんていうのは恥ずかしい次第でございますので、
甲甲

、ー、-

ら辺についてはどうなっておるのか、この点について。今後こういうことが起きるのかどうなの

か、その点について。

2点ですね。 1点は、書類が受理されたか、内.交渉でもって内容を得ていたかということと、

2番目の復活陳情というものはできなかったのかどうかという点についてお伺いをいたします。

。議長(山中金治郎君) 教育長。

。教育長(高橋博夫君) 文化財の補助金の問題についての御質問でございますけれども、この

ことにつきましては、補助金申請につきまして、前年度内に文化課等とヒアリングをいたしまし

て、予定されるものについて、館山市はこういうものを予定するのでということで、一応の了解

を得てやっております。しかしながら、ただいま市長答弁にもありましたように、緊急度の高い
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ものが文化財について出る場合が往々にしてございます。そうしますというと、その補修等を先

にやらなければならないものがあるわけでして、その方に一一一定枠しかないお金でございます

ので、県の場合はそれを調整をして、そちらの方へとお金を回しているというのが現状でござい

ます。例えば、館山市におきましても 2例ございます。せんだって、那古の観音堂の屋根が風に

よってはがされてしまいました。私どもとしては、早急にそれを直さなければいけないというこ

とになると、大変な金額でございましたので、県に早速かけ合いまして、何とかその補修方法に

ついても協力方をお願いしたいということで、補助金申請は予定はしておりませんでしたけれど

も、その点につきまして御配慮いただきまして、手持ちの中から県の方としても御配慮いただい

たというようなこともございますし、また大寺洞穴の問題等につきましでも、一部そういうよう

なところもございますので、これはやむを得ないような状態が今回館山の場合は起こったのでは

ないかなというふうに考える次第でございます。

以上です。

。議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 8款土木費の道路新設改良費の件についてお答えいたします。

これは、前年の 6月ごろにいわゆる概算要望というのを県を通して国の方に出すわけでござい

ますけれども、それが当年度に入りまして、通常であれば内示という形で来るわけでございます

が、その間で、先ほど市長答弁にございましたように、補助金配分の見直しで、通常の補助金と

しては採択は難しいということで、いわゆる緊急地方道交付金というような形で、全額ではござ

いませんが、これの補助に切りかわった、こういうことでございます。

以上です。

。議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(鈴木信一君) 土木災害復旧費についてでございますが、さきの台風17号による被

害で広域的な一市長答弁で申し上げましたとおり、広域的な大災害であったというようなこと

から、査定も大変厳しかったというような中で、まずその査定を受けられた状況でございますが、

延長の削減をされたということでございます。これは、背後地の利用状況によって、緊急を要し

ないもの一一いわゆる山林だとか竹林、休耕地というようなものがあった場合に、そこらを切ら

れたというようなことと、完全に崩壊しない部分も一緒にお願いした、そういう部分も切られま

した。基本的には工法ということでございますが、間知ブロックの積算で工法がされておりまし

た。これは矢板だとか、あるいはプルだとかを入れるような工法でございますので、仮設の道路

費あるいは舗装の復旧面積、そういったものをくみ上げてございましたので、そこらが大きく減

額の理由になった。工法としては、かごマットだとか、あるいはフトンかごだとかというような

ことで、工法を間知ブロックから多自然型の復旧工事、そういったものに変更をさせられたとい
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うようなことでございまして、減額になったということでございます。

以上でございます。

。議長(山中金治部君) 以上で 1番議員辻田 実さんの質疑を終わります。

以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑ありませんか。一御質

疑なしと認めます。よって、質疑を終わります。

委員会付託

。議長(山中金治郎君) ただいま議題となっております議案第31号乃至議案第35号の各議案は、

お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。

発言の訂正

。議長(山中金治郎君) この際申し上げます。

議案第13号に対する答弁中、一部訂正したいという申し出がありましたので、建設部長、お願

いします。

。建設部長(鈴木信一君) 先ほど辻田議員への御答弁の中で、館山市の財産管理審議会委員の

中で、 5名の中に不動産鑑定の専門家がいるということを触れましたが、不動産鑑定士はいませ

んので、御訂正いただきます。

。議長(山中金治郎君) 以上のとおり御了承をお願いします。

議長の報告

。議長(山中金治郎君) なお、この際申し上げます。

2月28日の議会運営委員会までに受理した陳情書は、お手元に配付の陳情送付表のとおり、所

管の常任委員会に送付いたしましたので、報告をいたします。

延 会午後2時 22分

。議長(山中金治郎君) お諮りいたします。

本日の会議はこれにて延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぷ者あり)

。議長(山中金治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。

次会は明13日午前10時開会とし、その議事は平成 9年度各会計予算の審議といたします。
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。本日の会議に付した事件

1 議案第 9号乃至議案第 35号
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